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裾野市議会予算決算委員会 厚生文教分科会 令和４年３月７日（月） 

 

                       ９時00分 開会 

 

〇委員長（浅田基行） おはようございます。ただいまから本日の会議を開き

ます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  これより、予算決算委員会に付託され、厚生文教分科会に割り振られまし

た第１号議案 令和４年度裾野市一般会計予算のうちの関係部分、第２号議

案 令和４年度裾野市国民健康保険特別会計予算、第３号議案 令和４年度

裾野市後期高齢者医療事業特別会計予算、第４号議案 令和４年度裾野市介

護保険特別会計予算の審査を行います。 

  審査の方法は、各課単位で行い、それぞれ当局の説明を求めてから質疑に

入りたいと思います。質疑の後、意見を伺います。これにご異議ありません

か。 

            （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） ご異議ありませんので、そのようにいたします。 

  ここで各委員に申し上げます。質疑は一問一答方式で、要点を明確に簡潔

な質疑をお願いいたします。意見につきましても、要点を明確に簡潔にお願

いいたします。 

  また、発言の際には録音の関係上、必ずマイクをご使用願います。 

  ただいまから健康福祉部関係の審査に入ります。 

 

健康福祉部 

健康推進課 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。井出委員。 

〇委員（井出 悟） お願いします。ではまず、159ページのところかな、ヘル

シーパーク教えてください。先ほど先日も議員協議会の中で少しお話があっ

たので、そこら辺も少し混ぜながらということです。今回の予算は、上期が

市が管理する経費として組み込んであって、後期が指定管理だということな

のですけれども、上期の市の部分なのですが、基本的には10月で空白期間が

出ないように施設整備とか、維持なんていうのは今現状においてもできてい

るということでよろしかったですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時25分 休憩 
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                       ９時25分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 維持、整備等につきましては、今年度下期についても継続し

て実施はされております。指定管理期間中となっておりますので、その分に

ついては継続しております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 指定管理の取消しまでの流れは別資料で説明があったと

おりなのですけれども、こういう期間にならざるを得なかった理由とかとい

うのは何かありますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時25分 休憩 

 

                       ９時27分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 すみません。暫時休憩でお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時27分 休憩 

 

                       ９時28分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 12月末までに取消しを行うためには、指定管理の選定評価委

員会を経たり、聴聞等を行わなければならない等がございますので、そのた

めの時間が必要でありました。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。 

  では、すみません。来年度の予算で159ページですけれども、ヘルシーパー

クの運営管理委託1,200万は、どんな根拠に基づいて算定されたものか教えて

ください。どのような見込みなのかとか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時29分 休憩 

 

                       ９時30分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課係長。 

〇健康推進課係長 令和４年度の予算の見積りですけれども、保守点検等につ

きましては最低限の期間をそれぞれ見越した積算をさせていただきました。 

  指定管理料につきましては、もともと想定されていました令和４年度分の
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半額を計上するというようなことで予算としております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。 

  では、令和４年度の４月１日から指定が始まる10月までは市直営なので、

次の指定管理者と様々な手続と引継だとか、運営に対するノウハウの提供だ

とか、そういうものに関しては市とやるということになっているでよろしか

ったですね。確認です。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 おっしゃるとおりです。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 最後です。161ページ、回数券の払戻し500万円が計上さ

れていますけれども、令和３年度も払戻しやっていると思いますけれども、

それとの進捗とこれの見込み、どのように見ているのか。暫時休憩お願いし

ます。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時32分 休憩 

 

                       ９時33分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 回数券の払戻しについては、現指定管理者のほうで現在まで

行っておりました。市民が回数券を持っている金額等について把握ができて

いないことから、約５年間分を見込み、計算をして計上しております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 回数券の総売出し料は、会計上分かるのではないですか。

確認。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時34分 休憩 

 

                       ９時35分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

〇委員（井出 悟） 振興公社から回数券の総売出し料というのは、報告され

ていないということですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時35分 休憩 

 

                       ９時37分 再開 
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〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課係長。 

〇健康推進課係長 振興公社のほうからは、過去10年のデータについて確認が

できているというようなことは言われております。ただ、それが不確かな数

字であるというふうに報告も付け加えがあったところから、直近の３か年の

回数券の状況を勘案して、今回の見込みを出しております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） この回数券等の民法上の取扱いって何ですか。暫時休憩

お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時38分 休憩 

 

                       ９時38分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

〇委員（井出 悟） 回数券の払戻しの年度については、法的に何年ぐらいを

最終的にやるべきだとか、そういうような確認はどのようになっていますか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 昨年度回数券の払戻しに関しまして、弁護士への相談を行っ

ております。その際にこれまで公社で販売してきた回数券に有効期限が入っ

ていなかったことから、これらは全て債務不履行に当たってしまうというこ

との説明を受けておりまして、そのため可能な限り払戻しには市が対応しな

ければならないという認識を持っております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） では、年間１件でもある以上は、この回数券の払戻しの

予算は上げ続けていくというようなスタンスで統一していくということでよ

ろしかったですか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 新指定管理者との協議の中で、それらをそのまま払戻しにす

るのか、新しい回数券と交換していただくのかといった協議が整えば、そう

いった方式に変更したいと思いますが、現時点ではそういった考えも持って

おります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） では、回数券の払戻しに対して告知だとか、そういうも

のというのは今年どういうふうにやっていくのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 本年度。 

            （「令和４年度、ごめんなさい。」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 
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〇健康推進課長 新しい指定管理者が決定し次第、詳細の協議を行った上で日

程調整等も含めてしてまいりたいと考えております。 

〇委員長（浅田基行） ほかございますか。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 今の同じくヘルシーのところですけれども、今の回数券

について、期限は記載していないというのですけれども、無期限というのは

どう見てもおかしい話でありまして、俗に言う失踪宣言のような形で７年間

で期限だとか、何かそういうような方法があったようにちょっと頭にあるの

ですけれども、そういうようなことというのは弁護士さんとの中では特に話

は出なかったですか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課課長。 

〇健康推進課長 昨年度弁護士さんとの相談の中では、そういったお話は特に

出てきておりませんでした。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 方法はいずれにしても、期限が切れるような方法が一番

いいと思います。 

  もう一つですけれども、回数券の払戻しせずに新しい指定管理者のところ

で利用料金は入場料が変化するにしても、以前の回数券をやはり使えるよう

に、もちろん不足する分は払ってもらうにしても、何かそういうような方法

というのは取れないのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 それらの方法について、新指定管理者と協議を行って決定し

てまいりたいと思います。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ほかの件ですけれども、この間の議員協議会で説明をい

ただいたのですけれども、ヘルシーパークの建物の中で指定管理から外すの

はプールだけということでしたか。建物の中だけです。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 おっしゃるとおりです。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 食事を取る場所とか、あるいは休憩室等ありますけれど

も、新しい指定管理者を募る際の幾つかのアイデアが出てくると思いますけ

れども、その中で今の場所について、仮に別のような使い方のような、例え

ば休憩室が広いから、そのうちの半分は下で食事を取るようにするだとかと

いうようなことも含めて、それはこれからの中でいいアイデアが出てきたら、

それを採用しようというようなところはお考えはあるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 
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〇健康推進課長 おっしゃるとおり、レストランですとか休憩室等につきまし

ては、温泉施設の一角になっております。ですので、今後新しい指定管理者

を決定していく審査等の中で新たなご提案をいただいた場合には、それらを

上手に活用しながら生かしていただけるような事業者を選定してまいりたい

と思います。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 新年度になりましてから指定管理に向けての順次スケジ

ュールがありますけれども、議会でも予定で、６月の定例会で議決というよ

うなスケジュールが入っていましたけれども、具体に指定管理者は正式にと

いうか、決定をしなくてもほぼ進んでいく中で10月１日なのか、あるいは９

月の１日なのか、次に再開できるような見通しがある程度確認できたら、そ

の場でＰＲを市民に対して、業者の氏名とか、呼称だとか、これまた別にし

ましてもヘルシーパークは10月なのか、あるいは９月に再開、開業しますよ

というようなことをＰＲをすべきだと思いますけれども、その辺はまだこれ

からなのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 現時点で健康推進課としましては、10月の再開を目途として

おります。ただ、新たな指定管理者のお考え等によって前に倒すことができ

れば、それが望ましいと考えておりますので、やはり協議をした結果、そう

いったことが可能であれば早く周知をしてまいりたいと考えております。 

         （「委員長、休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時45分 休憩 

 

                       ９時46分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 187ページ、６、７でコロナの関係の予算がありますけれ

ども、今コロナのまん延防止出ていますけれども、この新年度の予算という

のは、いわゆるワクチン接種については今の３回目の予算を、要するに65歳

以下というか、一般の方を中心としたこの予算の内容ということなのでしょ

うか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 ５歳以上の市民で対象となる方全ての予算を含んでおりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そうしますと、３回目、私なんかはもう既に済ましまし
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たけれども、前よりも早め早めに繰り上げて、早く接種を始めていますよね。

そういうことによって、この予算そのものはもちろん国との関係もあるので

ありますけれども、かなりこれが縮小というか、するようにならないのでし

ょうか。ほかのところでは個別接種で一般の方の接種かなり早く始めていて、

結構進んでいるという話なものですから。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時48分 休憩 

 

                       ９時48分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 事業の前倒し分につきましては、令和３年度の予算に組み込

みがされております。ですので、令和４年度の予算につきましては、この状

況のまま推移すると考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ３年度は、年度当初からすぐ年度末来ますけれども、１

年間コロナ対策に追われた年だったと思いますけれども、そういう中で健康

推進課として行うべき事業が３年度未消化というか、できずに新年度に延ば

したというか、新年度対応にしてあるような影響というのはこの中には入っ

ているのでしょうか、全体の中で。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時49分 休憩 

 

                       ９時50分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 健康推進課の業務自体では、令和４年度に先送りする事業は

ございません。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 最後です。不妊治療の対策費が計上されておりました。

新年度は初めてではないのですけれども、国のほうで政権が替わってからこ

の辺が前総理のときからかなり叫ばれていたのですけれども、国の新たな助

成そのものについては、具体としてはまだこれからなのでしょうか、大幅な

ものは。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 
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                       ９時51分 休憩 

 

                       ９時52分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 不妊治療の詳細につきましては、保険適用になる事業につい

てのまだ細かいものが届いておりませんので、詳細が届き次第検討しつつ、

また事業を考えてまいりたいと思います。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 37ページの歳入で、がん検診推進事業に係る国庫補助金

８万8,000円というのなのですが、これに対応する市の事業はどこに出ている

かな。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時52分 休憩 

 

                       ９時54分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 がん検診のクーポン事業に対する補助金となっておりますの

で、歳出としましては健康増進事業費の成人健康診査委託料の中に含まれて

おります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 71ページの下から４つ目のインフルエンザ予防接種個人

負担1,000万があるのですけれども、これは現状、例えば令和３年度はこれぐ

らい入ってきているのでしょうか。そういう額でしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員、令和３年度。 

〇委員（小林 俊） だから、今現在それ…… 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時55分 休憩 

 

                       ９時55分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 インフルエンザ予防接種の個人負担金ですが、１人１回、65

歳以上の方がインフルエンザの接種を行いますと、自己負担金が1,200円発生

します。ですので、それらの歳入になりまして、人数としましては来年度8,600

人を見込んでの計算となっております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） その8,600人は、大体それぐらい受けているという状況な
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のでしょうか、予算の根拠としては。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 令和２年度の実績になりますが、高齢者のインフルエンザを

9,176人が受けておりまして、令和２年度に比べますと今年度若干減少傾向も

見られることから、8,600人という見込みを立てております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 181ページの母子保健事業費です。出生数が下がるという

ふうに見込んである程度下げている部分があるという説明でした。どれぐら

いで見ているのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時56分 休憩 

 

                       ９時58分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。では、後ほど数字は答弁のほうお願いし

ます。小林委員。 

〇委員（小林 俊） その下の子育てモバイルシステム事業委託、この委託先

どこですか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 株式会社ミラボという会社になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 183ページの健康文化都市事業ですけれども、これ減らし

ますという話がありました。多分これ歯のイベントとかを縮小するという話

でしたね。その縮小したことが裾野市民、特に高齢者の歯の健康状態といい

ますか、に及ぼす影響がないだろうかという心配が出るのですけれども、そ

こはどうなのだろう。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時59分 休憩 

 

                       10時00分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 会場の選定が難しいことから、事業自体は規模を縮小します

が、8020の表彰等、高齢者の事業については規模を縮小しながらも実施いた

しますので、意識の啓発等は継続できると見込んでおります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 185ページの委託料のレントゲンデジタル撮影委託で、単

価が815円から1,393円に上がったという話だったのですが、これ直感的に考
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えると、ああいうフィルムでやっているよりはデジタルで画面で見るほうが

安くできるような気がするのだけれども、何で単価上がったのだろうって分

かる。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時01分 休憩 

 

                       10時02分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 デジタル化によりまして、機器の整備等によりお金がかかる

ようになったことと、詳細までサービスを行き渡せることができるようにな

るものと考えます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） これ保険適用だから、日本全国って、そういうことです

よね。 

          （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時03分 休憩 

 

                       10時03分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 結核予防法に基づき行われているものになりますので、65歳

以上の方が対象となります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そこの委託料の上から８行目に子宮頸がんワクチン接種

委託ですけれども、これ何人分ぐらいを見込んでいるのですか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時03分 休憩 

 

                       10時04分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 子宮頸がんワクチンにつきましては、国の方針による積極的

勧奨を行うことになりました。中学校１年生と高校１年生相当の女子の17％

を対象とした予算を見込んでおります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 187ページの新型コロナワクチン接種事業の給料手当で会
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計年度任用職員がありますが、この方たちはどういう方たちですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時05分 休憩 

 

                       10時06分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 会計年度任用職員給料につきましては、毎回予診のチェック

等々に来ていただく看護職のための給料となっております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） それは、看護職というのは看護師の方たちですか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 おっしゃるとおりです。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） その下の委託料があります、12節。コールセンターとか、

接種券等作成委託とかありますけれども、これは２市２町だっけ、で分担を

している部分がこの中にあるのですね。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時07分 休憩 

 

                       10時07分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 この中の委託料の２段目、コールセンター委託の部分につき

ましては、長泉町以外の沼津市、清水町、裾野市で分担を行っております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） それほかはないのですね、分担しているのは。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 おっしゃるとおりです。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 195ページの18節負補交の下から３項目が若年がん患者に

充てるというふうな説明あったのですが、ちょっともう一回説明詳しく。ド

ナーはいいです、詳しく聞いたから。その２つかな、上の。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 若年がん患者への支援事業ですが、昨年度より事業は実施し

ておりまして、主に大きく３つの柱があります。妊孕性温存治療と医療用補

正具の購入支援と在宅療養生活の支援となっておりまして、その３本に係る

予算を計上したものです。 
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〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 妊孕性の温存支援って具体的には内容はどんなことです

か。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 女性のがん患者ががんの治療を行う前に卵子をあらかじめ取

って、凍結保存をしておくための費用等になります。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 37ページの緊急風しん抗体等の事業に関わる国庫補助金

なのですけれども、これ対象者は男性でよかったのでしたっけ。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩…… 

                       10時09分 休憩 

 

                       10時09分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 おっしゃるとおりです。風疹の抗体検査と風疹の第５期の定

期接種といいまして、昭和37年の４月２日から昭和47年の４月１日生まれの

男性を対象とした事業となっております。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） この検査をやって、例えば陰性だった人が予防接種する

って、それでよろしかったのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 おっしゃるとおりです。 

  １点先ほどのご説明で訂正をお願いいたします。対象が昭和37年４月２日

から昭和47年までとお話しいたしましたが、最終の対象者は昭和54年の４月

１日生まれまでの男性となっております。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） これ対象何人ぐらい。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 トータルでの対象は、6,223人となっております。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 別のところです。197ページ、聞き漏らしたら申し訳ござ

いませんが、健康福祉課の会館改修工事って入っているのですけれども、こ

れどこを見ればいいのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 来年度の予算につきましては、具体的な改修等は含まれてお

りませんが、需用費の中に修繕費の維持、物件等が含まれておりますので、
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それらをトータルで考えて会館改修工事等ということで事業名と入れさせて

いただいております。 

〇委員長（浅田基行） ほかございますか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 時間押してすみません。181ページですけれども、母子保

健事業、コロナの関係で訪問事業等にいろいろ制約を受けたというのは令和

３年度あったと思うのですが、それを踏まえてこの活動を進めていくために

何か工夫するような点だとかありますか。事業が滞らないように。暫時休憩

お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時12分 休憩 

 

                       10時13分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 令和３年度も実際にそういった事業についてはありました

が、ほかの課の保健師等とも連携をしながら、事業に滞りがないような体制

をしていきたいと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 成人の健康増進医療ですけれども、193ページ、様々な各

種健診のＫＰＩが毎年低いと思うのですが、ここら辺の向上について今年度

取組だとかありますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時13分 休憩 

 

                       10時14分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 がん検診は、確かに国の目標値も受診率50％というところは

目指しております。ただ、受けていただいた方の中の生検の受診率がやはり

一番課題となっておりますので、そこの精密検査をきっちり受けていただく

ための事業を現時点でも行っておりますが、それらをさらに充実していきた

いと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） それについては、ＫＰＩがちょっと見当たらなかったよ

うな気がします。歯周病健診の健診率はあったと思うのだけれども、この辺

何かＫＰＩとかで活動の指標にするようなことはありますか。 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 がん検診の生検に関しましては、基本的に何かしらのリスク
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があって受けていただくものになりますので、受診率は100％を目指していく

ところになります。 

〇委員長（浅田基行） ほかよろしいですか。 

 

 

健康推進課（答弁漏れ） 

〇委員長（浅田基行） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 先ほど小林委員からご質問いただきました母子健康手帳の見

込み等について回答させていただきたいと思います。暫時休憩でお願いいた

します。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時15分 休憩 

 

                       10時16分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。健康推進課長。 

〇健康推進課長 これまでの実績を基に、令和４年度は400人を見込んでおりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員、いいですか。 

〇委員（小林 俊） いいです。 

〇委員長（浅田基行） ほかよろしいですか。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

 以上で健康推進課の質疑を終わります。 
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障がい福祉課 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。井出委員。 

〇委員（井出 悟） よろしくお願いします。155ページ、課長のほうから今説

明が少し発言がありました障がい者福祉システムの改修で、多角的な分析を

するということのようですけれども、どのような内容になるのか、それによ

って利用者に対してどのようなベネフィットがあるのかということがもしあ

れば教えてください。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 こちらのほうは、来年度国のほうがデータベースを基にし

て、データベース化するための、要するに補正という形なのですが、今まで

サービスの利用状況や障害支援区分の認定情報など、個々のデータが点在し

ていることが総合的な観点での十分な分析を困難にしており、制度改正や報

酬改定を行う際の有効的なデータ利活用がなされていないという課題があり

ました。こうした課題の解決に向け、障害福祉関係データを有効に活用し、

効果的、効率的な制度改正や報酬改定につなげられるように障害のデータベ

ースの構築を行うことというふうに国のほうから説明を受けております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） このような多角的な分析をするシステムの利用される方

というのはどういう形なのですか。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 こちらは、裾野市のほうで自立支援給付等をお出ししてい

る方のそのデータ自体を国のほうに送ることによって、裾野市ではこういう

方の利用が多いとかというのを国のほうが判断するというものでございま

す。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） では、何か例えばケアするケアマネジャーというか、そ

ういう方々がそれを使ってよりよいサービスを提供するとか、そういうこと

とはちょっと離れているということですね。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 そういうことです。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 157ページ、先ほど口頭でもご説明ありましたパラサイク

リング等の啓発事業ですけれども、行財政構造改革等を踏まえて減額しなが

らもやっていくよということですが、何か工夫点だとか成果を下げないため

にどのような工夫されるか教えてください。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 
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〇障がい福祉課長 昨年度日本パラサイクル協会と協定に基づきまして、今の

ところ令和２年度で西中と向田小、令和３年度、向田小と東小におきまして

講演会を実施しております。今後、実はこの事業現在も進めておるのですが、

市町村の振興協会の地域づくりアドバイザー派遣支援事業というのがござい

まして、そちらのほうが10分の10の補助になるものですから、そちらを使い

ながら、こちらのほうの講演会のほうを継続して実施してまいりたいと考え

ております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ということは、補助制度を有効に活用して、事業規模等

はこれまでどおり頑張ってやっていくような、そんなようなイメージで取っ

ていいですか。今１年間に２個ずつぐらいやっているということでしたけれ

ども。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 実はこちらの事業、１回分しかならないものですから、一

応来年度からは２回を１回に変えて、こちらの部分の補助事業を活用した形

で進めてまいりたいと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） このような啓発事業というのは、その場に行かないと見

れないということにしていくのか、今後そういうものをうまく使いながら、

例えば広く広報していくようなということは今年考えられるのですか。暫時

休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時37分 休憩 

 

                       10時37分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 こちらの事業につきましては、実際に自転車等乗っていた

だいたりとか、体験型のものが主なものになります。実際にパラサイクル協

会に加盟されている障害者の方が実際運転をしたりとか、そういうのを見て

いただいてというふうな部分がありまして、学校でやっぱり直接生徒に伝え

られるほうのほうがよろしいのかなと思っております。以上となります。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 155ページでお願いをします。18の負補交のところの扶養

共済掛金と扶養共済の給付金、それぞれについて中身というか、内容、こう

いうような障害の方がどのぐらいだとかというようなことをちょっと聞きた

いです。まず最初に、扶養共済掛金のほうをお願いをします。 
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〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時38分 休憩 

 

                       10時41分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 心身障害者扶養共済事業は、親亡き後、一定の掛金をかけ

ていた方につきまして、月々２万円の助成をする制度でございます。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 掛金は、逆に幾らということなのですか。 

       （「委員長、暫時休憩お願いいたします」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時41分 休憩 

 

                       10時41分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 掛金は、加入時の年齢によって異なります。35歳未満です

と9,300円、35歳以上40歳未満の方につきましては１万1,400円、40歳以上45

歳未満の方につきましては１万4,300円、45歳以上50歳未満の方につきまして

は１万7,300円、50歳以上55歳未満の方につきましては１万8,800円、55歳以

上60歳未満の方につきましては２万700円、60歳以上65歳未満の方につきまし

ては２万3,300円という形になっております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 助成額が将来的に月に２万円ということですけれども、

先ほどの掛金は月々にこの額ですか。年額ではないのでしょう。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 月額の金額となります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時43分 休憩 

 

                       10時45分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） それでは、先ほど申し上げましたけれども、給付金のほ

う、聞いているのおかしいかな、俺。 

            （「給付金というのは……」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時46分 休憩 
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                       10時46分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 給付金につきましては、実際親御さんが亡くなられた後、

その方たちに２万円ずつの給付金を支払っているということになります。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 分かりました。 

  同じページの一番下、扶助費で自立支援の給付金８億円ほどありますけれ

ども、金額がすごく大きいのですけれども、この内容は何かひもといて、例

えば事業概要のところに５本立てのようなありますけれども、これに仕分け

ると幾らずつだとか、何かもうちょっと内容についての説明ください。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 自立支援給付費というのは、居宅介護、重度訪問介護、同

行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓

練（機能訓練と生活訓練）がございます。就労移行支援、就労継続支援Ａ型、

就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、共同生活援助、あとグループホームへの

家賃補助、あと相談支援事業等のサービスについての合算の金額でございま

す。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 154ページに前年との比較で１億8,200万円ほどの増額で

すけれども、先ほど説明で実績によるということでしたのですけれども、こ

この部分の１億8,200万円の増額というのは、今聞きました自立支援給付の８

億700万円の金額が大きく影響していると思うのですけれども、前年度に比べ

ると今の扶助費の８億700万円というのは前年度から幾ら増額になっている

のでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 本年度の令和３年度の予算が６億9,900万になります。この

12月に補正をかけさせていただきまして、令和３年度の実績見込みとして７

億6,900万円ほどを予定しております。そこから伸び率約５％を考えておりま

して、実績見込みから約９％を掛けさせていただいた部分が８億700万という

数字になります。 

〇委員長（浅田基行） ほかよろしいですか。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 155ページの18節負補交、上半分、負補交の福祉有償運送

運営協議会負担金３万円あります。これどういうお金ですか。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 福祉有償運送の運営協議会を裾野市、長泉町、清水町の１
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市２町で運営をしております、その部分の運営費の負担金となります。主な

ものとしますと、委員さんの謝礼金になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 福祉有償運送には助成金等はないのですね、事業には。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 福祉有償運送事業につきましては、補助金はございません。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 157ページですけれども、地域生活支援の総合福祉費、事

業概要のところの人件費の①のところです。この障害支援区分判定審査会委

員というのは、どういう人たちですか。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 障害支援区分判定審査会というのがございまして、５名そ

の委員さんでお願いしております。社会福祉士、精神保健福祉士等の専門的

な知識を持った方に区分判定の審査をお願いしております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 内訳分かりますか。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 精神保健福祉士が２名、社会福祉士が３名となっておりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） さっきの説明で、155ページも157ページもそうだったの

だけれども、この事業概要、こういう概要で事業やっていますというふうに

ざっと説明があったのだけれども、委託料とか、扶助費とか、負補交とかで

出ていない項目が事業概要の中にあるのだけれども、それらは金額は分かる

のですか、それとも大ざっぱ。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時52分 休憩 

 

                       10時52分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 例えば157ページの総合福祉費に17項目あります。左側の

12節委託料、19節扶助費に出ていない項目があるのです。それらは、どうい

う予算配分になっているかというのは分かります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時53分 休憩 
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                       10時56分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 障害児及び家族等の支援につきましては、報償費の29万

3,000円のほうの中に入っております。こちらは、障害児をお持ちの方、家族

の支援につきまして幼稚園、保育園等への先生の勉強会の講師謝礼となって

おります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） ここのところで、視覚障害の方の支援もする部分という

のはどこか分けられます。これがそうですって言える。そうはないか。聴覚

障害は手話があるから。 

            （「視覚ですか」の声あり） 

〇委員（小林 俊） 視覚。 

〇障がい福祉課長 視覚の方への…… 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時57分 休憩 

 

                       10時58分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 視覚障害者への支援につきましては、扶助費の日常生活用

具給付費、またその下の移動支援事業費のほうに含まれております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 何か例でいいのですが、日常生活用具を視覚障害の方ど

ういうものが該当するのですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時58分 休憩 

 

                       10時58分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 日常生活用具給付の中には白杖とか、拡大鏡とかという物

の給付がございます。そういったものが対象になるかなと思います。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 白杖は分かるのです。だけれども、白杖は白いつえを買

えばそれで済むのだけれども、それだけ。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 移動支援事業というのがございまして、こちらのほうは移

動、要するに視覚障害の方ですので、そういう方が移動をする際の補助にな
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るような事業となります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） どうやって補助します。 

〇委員長（浅田基行） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 契約している事業者に１時間当たり幾らという単価をお支

払いして、その部分を補助しております。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時00分 休憩 

 

                       11時01分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 移動支援事業につきましては、補助ではなく付添い事業と

なります。 

〇委員長（浅田基行） あと、どうですか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 障害の関係は、すごく今増えているということは以前か

らずっと課題意識はお伝えいただいているのですけれども、実施計画の中で

も課題が表示されているのですが、例えば障害児入所給付等なんかで通所施

設の不足ということを指摘している事業が幾つかあるのですけれども、そう

いうところに対する令和４年度の対応はこの予算の中でどうなっています

か。例えば153ページ辺りが…… 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時02分 休憩 

 

                       11時04分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 令和４年度の中で、必要に応じて関係機関と話合い等を進

めてまいります。 

〇委員長（浅田基行） ほかよろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分に…… 

            （「委員長」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時05分 休憩 
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                       11時05分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。暫時休憩します。 

                       11時05分 休憩 

 

                       11時05分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 先ほど小林委員からレクリエーション活動等支援につきま

しての質問を受けました。そちらにつきましては、委託料の自発的活動支援

事業委託費43万円の中に含まれております。 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で障がい福祉課の質疑を終わります。 

 

  



24 

 

社会福祉課 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。井出委員。 

〇委員（井出 悟） お願いします。151ページでしたか、敬老会事業の話が出

たと思うのですけれども……暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時30分 休憩 

 

                       11時30分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

〇委員（井出 悟） 敬老事業で過去に配布した温泉利用券の取扱いについて

は、どのような協議になっていますか。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 ヘルシーパークの敬老の祝い品につきましては、期間を延長

し、来年度は３月31日まで、３年度に配った分が対象となります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時31分 休憩 

 

                       11時31分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 それと、ヘルシーパークの閉館に伴う市内での利用を懸念い

たしまして、一の瀬にあります温泉施設を利用拡大の対象としております。

以上になります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） それでは、確認なのですけれども、利用券は返金対象に

はなっていないということですね。その確認だけです。それを答えてもらえ

ばいいです。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 利用券は、返金対象になっておりません。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 153ページなのかな……ちょっと暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時32分 休憩 

 

                       11時32分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

〇委員（井出 悟） 地域ふれあい塾関係が今後見直しだという話になってい
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るかと思います。これらの指標が参加人数になっているのですけれども、御

課のこの人数を向上させていくというようなのがＫＰＩになっているのです

が、それに向けての取組は令和４年度どうなっていますか。暫時休憩お願い

します。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時32分 休憩 

 

                       11時33分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

        （「委員長、暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時33分 休憩 

 

                       11時33分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては、その具体的な広報等、ＰＲの内容は

これから検討する形になります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） これまでも同じように事業形態をしていたはずなので、

ＫＰＩとして増やしていこうということを言っている限りは、来年だけの話

ではなくて、今年も同様だったと思うのですけれどもということです。今年

より来年のほうが増えていますので、ＫＰＩで増やそうとしている。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員、今質疑。 

〇委員（井出 悟） うん、質疑、質疑。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時34分 休憩 

 

                       11時34分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては、実施している区長さんに申請時にこ

ちらの趣旨を理解していただくような形で直接お願いしている形になりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 具体的な取組があまりちょっと分からなかったというの

は分かりました。151ページですけれども、老人福祉センターの運営事業委託、

令和４年度はそのままいくということが分かるのですけれども、行財政構造
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改革等の中で以前にも他の会議体で話があったと思うのですが、温泉等の在

り方とか、そういうところの話とかいうのを令和４年度何か協議とかされて

いくのですか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時35分 休憩 

 

                       11時36分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 ファシリの関係で、そちらの中部のほうではやはりせせらぎ

の湯につきましては、今後老朽化が進むということで検討課題になっており

ますが、具体的な何年度にどういうふうにしていくというようなところまで

は進んでおりません。 

〇委員長（浅田基行） ほかよろしいですか。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 149ページの中ほどの委託料のところです。災害時要援護

者避難支援運営委託料が240万8,000円出ていますけれども、これは今回条例

に出していると同様のことですか。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 条例に出している内容の一部、かなり深い部分で関わること

になります。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 個別に要援護者が避難計画を具体に計画作成するという

ことですけれども、策定の成果として出るまでの過程をちょっと簡単に説明

してください。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時37分 休憩 

 

                       11時38分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 要支援者につきましては、要配慮者の中から対象を絞りま

して通知をして、こちら必要に応じて個別計画をつくっていく形になります。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そうしますと、その計画策定を行うための委託のこの240

万8,000円というのは、具体に今のおっしゃられるところ全部ということなの

でしょうか。業者に委託する内容としては、今のところのどこの部分でしょ

うかという、そういうことです。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 
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                       11時39分 休憩 

 

                       11時39分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては個別支援計画を調査、策定するところ、

私たちの名簿を基に必要ですかであるところからそれをつくるところまでに

なります。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） まだこれからですけれども、委託先というのはほぼ想定

をされているのですか。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては、社会福祉協議会を毎年検討しており

ます。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 計画策定の中で危機管理課とも密接な関係が最後のとこ

ろ出てくると思うのですけれども、危機管理課とはどのような連携をされる

予定ですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時40分 休憩 

 

                       11時40分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては、危機管理課とマニュアル等の見直し、

ヒアリング等は危機管理課の担当者と詰めながら行っております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ありがとうございました。 

  その下段に負補交で、先ほどもちょっとありました社会福祉協議会の補助

金35万円、前年度から減額しているということですけれども、先ほど事業委

託、個別計画の委託後社会福祉協議会ですけれども、その社会福祉協議会の

能力というとおかしいですね、社会福祉会の今の中で、具体に十分にこなせ

るような体制なのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては、地域に根差した団体ということで十

分にそちらについては対応できると考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 社会福祉協議会、先ほどもちょっと申しました35万円の
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減額だということですけれども、社会福祉協議会そのものからは補助、委託

に絡む話ですけれども、運営の補助金をもっと増強してくれないかという話

が前からあるというふうには聞いているのですけれども、そういうような中

で35万円の減額というのは、これはやむを得ないということなのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩いたします。 

                       11時42分 休憩 

 

                       11時43分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては先方と協議、相談いたしまして、双方

ともやむを得ないと判断しております。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 協議会のほうはそれで了承して、ややしょうがないとい

うのであればそれはあれですけれども、市の福祉関係の業務を一番ここに委

ねているのですね、実態が。先ほど各種の委託事業は委託の話、あれも補助

もあるのですけれども、そういうような中で社会福祉協議会は各種の組織で

まとまっている話で非常になかなか難しい話、すごく簡単な言葉ですけれど

も、事務局そのものが非常に大変だという話を何か聞いているかの話ですよ。

ですから今回の予算はこうですけれども、そういう意味では金額よりもさら

にもっと社会福祉協議会のほうなんかをフォローするような、そういう気持

ちで４年度行っていただきたいという、そういう思いのところです。終わり

ます。 

〇委員長（浅田基行） 答弁いいですか。 

〇委員（土屋秀明） いいです。 

〇委員長（浅田基行） ほかございますか。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 177ページの12節委託料、生活困窮者自立相談支援事業委

託ありますが、この相談支援事業の中身というか、概要どんなことでしょう

か。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時45分 休憩 

 

                       11時46分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 生活困窮者自立支援委託につきましては主に自立相談支援、

それから就労準備支援、家計改善支援といった内容で、一人一人にそのケー

スによって対応していく相談センターを茶畑に作っていく形になります。以
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上です。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、これはまだやったことがない新しい新規で

すか。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては、これまでは社会福祉課内の相談員を

もって事業に充てていたのを独立させた形になる新規になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 委託先はどこですか。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 正式には４月、新年度のものになりますが、こちらにつきま

してはプロポーザルを実施し、東海道シグマ様が受託をする予定となります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 東海道シグマという会社ですか、社会福祉団体、どんな

ところですか。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 主に人材派遣等及びこの近隣では相談所関係を受託している

会社になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 151ページの12節委託料の敬老事業あります。令和４年度

どんな事業になりますか。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 令和４年につきましては、まず今年度と同じ対象者になりま

す。77歳、88歳の方につきましてはこれまでどおり商品券、こちらの枚数に

つきましては先ほど説明の中でさせていただきましたが、ヘルシーパークが

どのような状況でいつまでというのが未確定な部分が大きいものですから、

こちらにつきましてはその商品券の枚数を増やして対応しております。 

  それから、100歳につきましては祝い金を支給させていただく、10万円のお

祝い金のお渡しという形になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） その商品券というのは、お配りする時期というのがある

のですか。敬老って９月15日なので、９月15日はヘルシーパークやっていな

いですよね。その辺はどうなっているのですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時49分 休憩 
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                       11時49分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 令和４年度は、ヘルシーパークの券をなくして、商品券とい

たします。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 149ページ、しょうもないことですけれども、13節の賃借

料、バス代減額という話があったのだけれども、内容を具体的にお願いしま

す。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては、来年の民生委員が静岡に行くタイミ

ングとしましては、新しく委嘱される部分につきまして併せて研修を行う事

業が予定されておりましたが、そちらが来年度は実施しないよという話が来

ておりますので、減額をしております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 55ページ、ホームレス実態全国調査に係る県委託金、こ

れどんな調査をするのですか、自治体が。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 実際に神社、公園等の見回りをして、そういった実態がある

かどうかを目視で調査するものになります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） それは、国がやってくださいといったときにやるという、

ある１つの時点の調査ですか。 

〇委員長（浅田基行） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 毎年１月に実施します。 

〇委員長（浅田基行） ほかどうですか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 149ページなのですけれども、中ほどの委託料のところで

生活なんでも相談事業というのがあると思うのですけれども、これは対象者

というのは何か決まっているのですか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時52分 休憩 

 

                       11時52分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては、誰でもという形になります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） この委託なのですけれども、やっていただくということ
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だと思うのですけれども、広報をするような仕組みというのは委託先がやる

のか、委託元がやるのかというのは何か整理されていますか。暫時休憩お願

いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時52分 休憩 

 

                       11時53分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 こちらにつきましては、議員がおっしゃるとおり市でやるべ

きと考えております。ホームページにつきましては、すぐ見直したいと考え

ております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 例えば……暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時53分 休憩 

 

                       11時53分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

〇委員（井出 悟） こういう生活なんでも相談事業等がきっかけで、例えば

困窮だとか、フードバンクだとか、今コロナで食ができないとかというのは

つながってくると思うので、ぜひＰＲはしっかりしていただきたいなと思っ

ています。これは答弁いいです。 

〇委員長（浅田基行） ほか。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっとあれですけれども、ふさわしくないかもしれま

せん。今度新年度になって組織替えで総合福祉課でしたか、２つの課がなり

ますけれども、その狙いは何でしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 市長が変わりまして、市長の思いからの機構改革という形で

認識はしております。ただし、福祉を総合的に見たときに必ずやはり弱者が

対象となりますし、実際に社会福祉課が対応している対象者と障がい福祉課

が対応している対象者かぶる部分が当然ございますので、できましたならば

同じ課で共通認識を持ちながら、情報もしっかりと把握しながら対応すると

いう部分が今後の福祉の増進につながっていくというふうな形で考えており

ます。以上でございます。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 部長の答弁非常に何か分かりやすかったですけれども、
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そういうような考え方をもう少し外に出すようにしてもらうとこれからの中

で分かりやすいかなと思います。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 今のに関連するのですが、福祉事務所長と部長を分ける

ということは考えていますか。 

〇委員長（浅田基行） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 機構組織に関しましては、私どもが方向性を示すことはでき

ませんので、一定の健康福祉部の在り方、それから福祉事務所の在り方を考

えた上で市長が決めていくのだというふうに思っております。以上でござい

ます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 福祉事務所って必要なものですよね。なければいけない

ことになっていて、福祉事務所長と健康福祉部長とはある程度仕事分担でき

るはずなので、そのほうがいいのではないかと思うのだけれども、それはど

うですか。 

〇委員長（浅田基行） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 議員もご存じのように、従前は社会福祉事務所長がいらっし

ゃって、健康福祉部長がいらっしゃったという時期もございました。ただ、

これは個人的な考えになってしまうかもしれませんけれども、福祉を総合的

に考えるときには、今児童福祉という部分も含めながら考えなければいけな

い時代になっておりますので、総括的に健康福祉部長が社会福祉事務所も兼

ねながら全体を見るという部分がこれから求められてくるのではないのかな

というふうに思っております。 

  議員がおっしゃるように分けることは可能です。健康福祉部長と社会福祉

事務所長がしっかり連携を取りながらすることも必要ですが、いかんせん人

員的な配置の問題もございますし、いろいろな部分があって現在の形になっ

ているものと私は捉えております。以上でございます。 

〇委員長（浅田基行） ほかよろしいですね。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で社会福祉課の質疑を終わります。 
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国保年金課（第１号） 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

 

 

国保年金課（第２号） 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。井出委員。 

〇委員（井出 悟） よろしくお願いします。375かな、保健事業費のところで

す。令和４年度の実施計画等でも考えがお示しされていますけれども、特定

健康診査の受診率については、ＫＰＩが大きく乖離していると思うのですけ

れども、今年度どのような取組をなされる、これを向上に向けてこの予算の

中でどういうふうにやっていきますか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 こちら特定健康診査、あと特定保健事業について、国の基準

がこちらの目標数値になっておりまして、原則国がそこを目指せというふう

にやっているところでございます。目標値に乖離が見られるというのは確か

にそのとおりなのですけれども、あくまでその目標自体を変えるわけにいか

ないという考えから、そのままの目標をさせていただいていて、そこに対し

ていろいろな保健事業を通じて上げていく努力をしていこうという考えでお

りまして、令和４年度につきましては、令和３年度もやってはいたのですけ

れども、無受診者に対する勧奨、こちらのほうの事業を令和４年度から実施

しておりまして、その内容をさらに吟味して、中身が向上するような方向で

保健事業を実施できないかというふうな形で今考えているところです。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 国民保健事業の事業主体は裾野市ですよね。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員（井出 悟） そうしたときに、この保健事業の位置づけというのが給

付等の、例えば……暫時休憩お願いします。 
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〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時16分 休憩 

 

                       13時17分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

〇委員（井出 悟） 先ほど課長のご説明だと、目標は国からだという話です

けれども、一方で事業主体が裾野市であるということを鑑みれば、高齢化が

進む中でのこういう保健事業のありようって少し考えていく必要があると思

うのですけれども、そういう部分は何か議論はないですか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 おっしゃるとおりで、１つには特定健診の受診率を全体的に

上げていこうという方向性もありまして、こちらのところがいろいろな無受

診勧奨で受診率を上げていくという方向にするのが１つございます。 

  そのほかにも、大きなもので重症化予防に関係する事業なんかがございま

して、こちら例えば糖尿病性腎症、透析なんかをしますと１人当たりの医療

費が物すごく高いような状況になってしまうということがありますので、そ

ういった重症化をしないような対策という形で健診の結果を基に、あるいは

ほかにもいろいろ委託していろんな方向から糖尿病の予備軍になるような人

たちを抜き出して、その人たちにピンポイントで当てていこうということも

やっておりまして、一般的なアプローチとそういったピンポイントのアプロ

ーチと並行してやっていくような考えで、今のところ保健事業は進めている

ところでございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 今重症化の話出ましたけれども、データヘルス計画等が

策定されてもう３年ぐらいになると思うのですけれども、令和４年度の取組

でさらに深めていくところとかいうところは何か考えがあれば教えてくださ

い。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 令和３年度から新たに始めた事業で、受診を上げるために特

定の人向けにこういった方にはこういった通知を送りましょうということを

やっていたりするのですけれども、その事業を２年目に当たってさらにもっ

と効率的になるようなものをやっていけないかなというふうに１つは考えて

いるところがございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。では、それのＫＰＩって何かありますか。

今後確認させていただくのに進捗度合いはやっぱり重要だと思うので。 
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〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 実はこちら今医師の先生なんかの意見も聞いて概要を今決め

ている段階で、まだＫＰＩといった段階にまでは達していないところでござ

います。 

〇委員長（浅田基行） ほかございますか。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 保険税も、それから給付費も減額等の説明の中で被保険

者の減少が言われているのですけれども、昨年何名で、今年度はどのぐらい

を見込んでいらっしゃるということでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時20分 休憩 

 

                       13時22分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。国保年金課長。 

〇国保年金課長 今年度は、少し減少して9,700人の被保険者数で見込んだ数字

を使用しております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 保険者が静岡県になって、もう２年ぐらいです。その前

の比較をして、裾野市が被保険者のときに比べて今の中で保健事業としてや

りやすさとか、やりにくさとか、何か差が出ているものは思いついたものあ

ったらちょっとお答えください。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 県のほうからそれぞれの市町村の保健事業をこうしなさいと

いうようなものというのは具体的には来ていないのですけれども、国のほう

の指針でこういったものをやっていきましょうというものは一応出ています

ので、そちらは参考にさせていただいております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ということは、具体のものは県がこういう保険者になっ

てからも大きく変わっているところはないという、そういうことですか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 12月議会で１つ無受診者に対する保証はやめますよというの

を落とさせていただいたところではありますけれども、国のほうもそうなの

ですけれども、やはり全体的に予防、重症化の予防ですとか、かかりつけ医

を持ちましょうとか、そういった方向に動いていますので、裾野市の保健事

業もそれに合わせて少しずつ調整しながら変えていく必要はあるかなと考え

ているところでございます。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 
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〇委員（土屋秀明） 数年前というか、かつてに比べると国民健康保険そのも

のの内容が介護保険だとか、後期高齢者だとか、かなり分散化されてという

か、負担の多いところが切り離されてきているのですけれども、そういう中

で４年度で国民健康保険事業として何か課題を整理するようなものというの

はあるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 大きなものは特にないかなとは思っているのですけれども、

やはり特定健診の受診率についてはコロナの影響もあって下がってしまった

り、受診控えと同時期、昨年、おととしあたりそういったことがございまし

たので、そういったところにちょっと力を入れていく必要性は感じていると

ころでございます。 

〇委員長（浅田基行） ほかありますか。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 368ページの高額療養費ありますけれども、これ十何％か

伸びていますが、これは県支出金で丸々来ることになっているという解釈で

いいのですか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 こちら県が入る前ですと、裾野市から国保連合会に直接合計

幾らですよというのを高額療養費について支給していた、法定支給分とは別

の部分、国保連合会に払う部分がございましたけれども、こちらが必ず１回

県を通して支払いをするような形に今変わっておりまして、昔国保連合会に

払っていた金額を１度県に払って、県が今度まとめて国保連合会に払うとい

う形に変わっておりますので、金額自体はおっしゃるとおりで同じ金額が入

ってきて、出ていくというような形になってございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 国保税の資産割がなくなって２年たったのですね。問題

がないといえば問題がないという話になるのでしょうけれども、問題ないで

すか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 一昨年議論いただいて、昨年度から新しい保険料になったと

ころなのですけれども、今年度決算をしてみた結果、ほぼその前と同じくら

いの水準の保険料の課税は維持できていたと考えておりますので、結果的に

ですね、なので改正自体はうまくすんなり切替えができているかなとは思っ

ております。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 今一般会計繰入金3,866万円増額の要因として、未就学児

の均等割保険、そのほかにちょっと聞き取れなかった、保険基盤安定繰入金
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でしたでしょうか。ちょっと確認です。 

            （「暫時休憩お願いできますか」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時27分 休憩 

 

                       13時29分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。国保年金課長。 

〇国保年金課長 こちら基盤安定負担金の増が大きいのですけれども、こちら

実績を基に予測をした結果、こうなった部分が大きいと考えております。 

〇委員長（浅田基行） ほかございますか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 376ページです。歳出としては、国民健康保険財調の積立

金ですけれども、令和４年度において財調残高等の見込み等があれば教えて

ください。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 こちら国民健康保険の財政調整基金については、今８億円を

超えた数字になっているところでございます。決算の状況を見て、その後積

立てをするか、あるいは取崩しをするかといったところを今後判断していく

ことになるかなと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） その辺りの現状の見込みというのは、今予算上は特に科

目設置しかしていないのだけれども、そういう状況でよろしかったですか。

歳入のところでは科目設置の1,000円しか上げていなかったので。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 今年度９月の補正で決算に基づいて幾ら積み立てますよとい

う補正のほうをさせていただいておるのですけれども、来年度も今のところ

はこちらの利子分の積立てだけにしておいて、決算後に判断をさせていただ

きたいなと考えているところでございます。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 今その積立金のところなのですけれども、これは県へ納

付金を支払うためのお金ですよね。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 納付金が年度によって上下することがございますので、そう

いったのに備えるものとして積立てをさせていただいているものです。 

  また、令和８年度に県が保険税の税率統一を県内でやるような考えを持っ

ておりまして、その際に活用することも念頭に入れてございます。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 
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〇委員（佐野利安） そこの納付金支払う基金がなかった場合は県から借りま

すよね、お金を。その借りた場合、利子ってどのぐらい取られるか分かりま

すか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 今現在裾野市の国民健康保険で持っている財政調整基金が先

ほど言った８億という数字がございますので、県から借りるというふうには

今のところ考えてはおりません。足りるであろうというふうに考えておりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ちょっと過去に聞いたか記憶にないのですけれども、国

民健康保険の財調って残高の基準みたいなものというのは何か定めてあるの

ですか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 特に具体的な定めはございませんけれども、国のほうで目安

で大体どれくらいというものは参考にさせていただいているところでござい

ます。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時33分 休憩 

 

                       13時34分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。国保年金課長。 

〇国保年金課長 基準については特に定めはございません。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 378ページの償還金ありますね。保険給付費等交付金償還

金、ちょっと説明してください。すみません。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 こちら保険給付に係る償還金というふうになっておりまして

……ちょっと暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時35分 休憩 

 

                       13時37分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。国保年金課長。 

〇国保年金課長 こちら１年間の予測で支払いしたものを精算する際に支出金

として設置しているものになってございます。 

〇委員長（浅田基行） ほかよろしいですか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第２号議案に関する質疑を終わります。 

  これより第２号議案について意見を伺います。賛否に関する意見はありま

せんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第２号議案に関する意見を終わります。 

 

 

国保年金課（第３号） 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 390ページのどこでもいいのですけれども、390ページに

歳入とかで繰入金があります。これは、事務費とか人件費に相当したものだ

ということでいいですね。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 繰入金の内訳ですけれども、394ページを御覧いただけますで

しょうか。こちら保険基盤安定繰入金で、１番から４番まで低所得者減額分

の市負担分と旧被扶養者減額分の市負担分、同じく低所得者減額分の県負担

分と旧被扶養者減額分の県負担分という形になっております。こちら法律で

定められております保険料の軽減に対する県と市の負担、４分の１と４分の

３の数字がここに上がっているものになっておりますので、人件費とかは特

に関係なく、全て保険料の軽減に対する公費負担分を繰り入れるという考え

になっております。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 394ページです。後期高齢者医療保険です。この5,511万

2,000円、これあるのですけれども、これ何人ぐらいを見込んでいるのでしょ

うか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 令和４年度で6,700から6,800くらいを見込んでいるというふ

うに設定させていただいております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 398ページ、99ページになると思うのですけれども、後期

高齢者の医療の窓口負担が所得によって負担の率が１％が２％だとか変化し

ますけれども、あれは今年度中でしたか、次年度でしたか、失礼。４年度中

でしたっけか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 令和４年の10月から１割負担の方の一部が２割負担に変わる
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ことになってございます。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そうすると、先ほどのページのところの納付金、この金

額は４年度の決算時にはその割合が上がることによってこれが減額という

か、変化するということが考えられるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 後期高齢者医療事業特別会計につきましては、保険料の収納

とその軽減分の繰入れ、それを広域連合に支出する会計になっておりまして、

医療分につきましては一般会計の中身のほうで支出する形になってございま

す。先ほど私の一般会計の説明のところでは特になかったのですけれども、

実はこの予算組み、昨年の11月の時点でこちらの10月スタートというのはま

だ決まっていなかったものですから、一般会計の予算のほうは１割の人が２

割に増えることによって、市の負担はほんの僅かに減るは減るのですけれど

も、そこは見込む前の数字で今回上げさせていただいております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） すみません。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時46分 休憩 

 

                       13時47分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。ほかございますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第３号議案に関する質疑を終わります。 

  これより第３号議案について意見を伺います。賛否に関する意見はありま

せんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第３号議案に関する意見を終わります。 

  以上で国保年金課の質疑を終わります。 
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介護保険課（第１号） 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

 

 

介護保険課（第４号） 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。井出委員。 

〇委員（井出 悟） よろしくお願いします。では、443ページかな、介護予防

事業費のところです。実施計画の165辺りにも少し載っているのですけれど

も、いろいろ今年度取組どうするかみたいなやつが。例えばこのいきいき運

動教室とかありますけれども、これらの事業が全て委託になっているようで

すが、目標値の設定、参加者の数字が上がる目標数字を設定しているのです

けれども、それに対して介護保険課ってどのような取組されるのですか。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 基本的には例年と同じ事業展開になりますが、やはり参加者

の増が目的の一つでもありますので、できるだけ参加しやすいように周知を

図りたいとまず１つ思っておりまして、中身も工夫してほかの利用者の勧誘

にもつながるようにしていきたいと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 例年と同じ事業展開だと目標達成を、上の例えば目標を

つくることができないはずなのですけれども、そのような工夫を今年度の事

業でどうやってやっていくかというものは特にプランとしてないのですか。

今年度の、令和４年度の事業展開に当たって。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時18分 休憩 

 

                       14時18分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 委員のおっしゃるとおり委託のものになっておりますが、介
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護保険課の職員もできるだけ参画できるところは参画して、新規参加者が増

えるような取組を上乗せしていきたいと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 445ページです。包括的支援事業費のところになります。

ここの部分なのですけれども、実施計画等では相談件数が現状より年々高く

設定してあるのだけれども、これってどういう意味があるのかちょっと教え

てください。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時19分 休憩 

 

                       14時20分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 包括支援センターの相談については、やはり多岐にわたって

いるものがありまして、増えている傾向があります。その相談に対応できる

ように包括支援センターだけではなくて、うちの介護保険課だったり関係課

がより関わって質を上げていきたいという点も含めて、市民のニーズに対応

できるような体制を取りたいという考えでおります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） それらの考えが含まれたこの予算になっているという認

識でよかったですね。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 地域密着型のサービスの件ですけれども、昨年……暫時

休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時21分 休憩 

 

                       14時21分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

〇委員（井出 悟） 令和元年度の実績はなかなかゼロでなかったので、御課

としてもニーズに即した理想的なサービスなのだけれども、これを実現する

ためのやっぱり課題があるというふうに記しているのですけれども、令和４

年度、この地域密着型サービスの充実事業に向けて何か取り組むこととかあ

りますか。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 
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〇介護保険課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時22分 休憩 

 

                       14時22分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 地域密着型サービスの充実に関しては、介護保険事業計画に

も載っておりますが、介護保険地域密着型サービスを行う施設の設置に向け

て来年度募集をかけたいと思っていますので、そちらのことが充実へ向けた

１つになります。 

〇委員長（浅田基行） ほかよろしいですか。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 例えば442ページから次のページに行く包括的支援事業２

事業費というところですけれども、445ページの右側に包括支援事業費、包括

的支援事業に係る経費って書いてあります。この包括的支援事業というもの

の内容は、ここに12節委託料、18節負補交で出ているものという、そういう

解釈でいいのですか。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時24分 休憩 

 

                       14時24分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 委託料にありますものであったり、補助金のところにある事

業になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 用語は、第１層とか第２層とか書いてあっても、ちょっ

と内容が分からないのだけれども、それは何か事業概要を見てくださいとい

う、そういう感じになるわけ。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時25分 休憩 

 

                       14時26分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 
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〇介護保険課長 生活支援体制整備事業につきましては、高齢者の日常生活を

支えるための各種サービスを開発することを目的とした取組の事業になりま

す。１層には、圏域は市内全域になりますが、主に不足するサービスの創出

やサービスの担い手の養成などの資源開発や関係者間の情報共有を目的とし

たネットワーク構築を行う地域支え合い推進員を委託で配置しております。

これ１名になります。 

  第２層には、圏域は日常生活圏域の４つ、こちらは西、東、深良、富岡、

須山が１つになりますが、それぞれに推進員を配置して、第１層の推進員の

機能の下で活動に取り組みます。例えば今までの中では…… 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時28分 休憩 

 

                       14時29分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 403ページでいいと思うのだけれども、介護給付費34億

5,600万あります。対象人数は何人ぐらいですか。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 １号保険者の見込みでは１万4,399人ほどを想定しておりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） それは、保険料のほうですか、歳入の保険料の１号を取

る、そういう話。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 １号保険者の人数です。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 403ページの歳出のほうで保険給付費、要は介護保険の対

象になるほうで、介護保険を使って介護を受ける人の人数は何人ぐらいです

か。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時30分 休憩 

 

                       14時31分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 令和３年10月末現在で要支援１から要介護までで1,956人い

らっしゃいました。こちらの人数を基に今回の予算を積算させていただいて

おります。 
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〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 介護度別の概算というか、推定は分かりますか。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 介護度別では集計はちょっと……人数ですか。失礼しました。 

〇委員（小林 俊） 介護度別の…… 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時32分 休憩 

 

                       14時32分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 基とした数字を申し上げますと、要支援１が219人、要支援２

が334人、要介護１が405…… 

〇委員長（浅田基行） もうちょっとゆっくりで。 

〇介護保険課長 もう一度申し上げます。要支援１が219、要支援２が334、要

介護１が405、要介護２が330、要介護３が274、要介護４が250、要介護５が

144人になります。以上になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） トータルで、令和３年10月で1,956人だったのですが、こ

れを合計した数が、ちょっと計算できていないけれども、要は増えている傾

向にあるという、そういう解釈でいいですか。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 要介護３以上が、いわゆる介護度が高いという方になります

が、１年前より要介護３から５の方は増えておりますので、そちらを踏まえ

た予算にしております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 介護予防事業をやっています。その効果みたいな、例え

ば442ページ、一般介護予防事業費ってあります。これってやらなかったらも

っと増えてしまうとか、その辺りはどうですか。分かります。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 介護予防については、すぐには結果は出ないかもしれません

が、やはり継続して、いわゆるフレイルということも含めてですが、そうな

らないようにしていくことが意味があると思いますので、効果はあると思っ

ております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そのとおりだと思います。ここにある、443ページにある

地区サロンのいきいき運動、それからボランティア講座ぐらいが主な事業で
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すか、それともほかに何かここには書いていないけれども、効果的なものが

あるということでやっているかどうか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時35分 休憩 

 

                       14時35分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 介護予防という観点でいきますと、議員のおっしゃるこちら

の事業が主になります。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 436ページから439ページ、この関係で今委員の質疑が出

ていた保険給付の関係ですけれども、今年度、前年度に比べて増額となって

いるところがあります、幾つか。436ページの居宅介護サービス、それから438

ページの地域密着型、その下の下の施設介護サービス給付費がありますけれ

ども、ほかは別に、この３つについてそれぞれ給付を受ける対象の人数とい

うのはどのぐらいを見込んでいるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 具体的な数字については、今用意しておりませんが、裾野は

全国平均に比べて通所介護、いわゆるデイ・サービスの利用が高い傾向にご

ざいます。また、地域密着型というのが実績でいきますと、認知症の関係の

施設も利用が増えておりますので、また施設介護給付費につきましては近隣

市町に特別養護老人ホームが新設されたこともありまして、その辺を見込ん

で増を見込んでおります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時37分 休憩 

 

                       14時39分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） では、別の件ですけれども、436ページ、434から行って

いるのですけれども、介護認定審査の費用があります。先ほど来のように、

給付費は伸びてはいるのですけれども、介護認定の審査に係る費用というの

はほとんど変わらないというか、逆に少なくなっているというような状態な

のですけれども、これは認定審査の申出の件数が現在はかなり減っていると

いうことなのですか。横ばいというか、増えてはいないということなのです

か。 
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〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 認定審査の件数は昨年より増えております。にもかかわらず、

こちらが横ばいだというのは、例年システム改修の費用が入っていますので、

今回その費用がないためにこのような金額になっております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 分かりました。予算ですから。 

  では、逆に言うとその件数が増えているということですけれども、認定審

査に出てくる件数というのは年間何人ぐらいなのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時40分 休憩 

 

                       14時40分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 裾野市分では約1,700ぐらいになります。 

〇委員長（浅田基行） ほか。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 436、７のところの居宅介護サービスです。この対象人数

は何人ぐらいですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時41分 休憩 

 

                       14時41分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開しますので、課長、ごめん。同じよう、後ほどで

ということで。 

〇介護保険課長 はい、後ほど回答させていただきます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） その下に特例居宅介護という、その説明をちょっとお願

いします。 

          （「こちらも人数もということですか」の声あり） 

〇委員（小林 俊） ううん、特例という意味。 

〇委員長（浅田基行） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 特例というのは、要介護者が緊急等やむを得ない理由で介護

認定の申請日前にサービスを使った場合、または被保険者証を提示しないで

サービスを受けたときの場合に使うものになります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 居宅介護の場合にはヘルパーさんの居宅への派遣とかが

どうしても必要になるのですが、深夜にヘルパーを派遣する事業者は今幾つ
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かありますか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時43分 休憩 

 

                       14時43分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 現在市が把握している中では、そういう事業所はありません。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 在宅で介護していると深夜の介護ってどうしても出てく

るので、必要だという声は来ていないですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時43分 休憩 

 

                       14時44分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 窓口でそういう声は聞いておりませんが、ケアマネ等からそ

ういうのがあったほうがいいというのは受けております。今回新しく施設を

設置するところの、設置をしたいと計画しているところにもそういう機能を

持たせる施設を求めていますので、そこができればそこが補完される１つに

なるかと思います。 

            （「ぜひお願いします」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） ほかどうですか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 436とかの一連のものですけれども、令和３年度、コロナ

等の影響で介護事業等が進まなかったようなこともあるのではないかと思う

のですけれども、その辺りの影響と令和４年度に向けて何か対策だとか、取

組だとか何かありますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時45分 休憩 

 

                       14時46分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 コロナの関係で利用するサービスに支障が出た場合の主体的

に動くのはケアマネさんだと思っております。そちらの相談等にうちの係、

保健師等も相談乗っていますし、関係者が集まる地域ケア会議というのも行

って、そこで情報を共有し、課題解決に向けた話合いをしております。介護

予防という観点でいきますと、またコロナの関係で事業が満足にできない場
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合は、介護体操等のパンフレットを送ったりしまして、自宅でできるように

ということの案内を今年も行いました。来年度もそのような継続的な取組も

していきたいと思っています。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時47分 休憩 

 

                       14時48分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。介護保険課長。 

〇介護保険課長 予算の中では、特にはコロナ対策という形で多めに設定はし

ておりません。中身については、今年度同様対応していきたいと思っていま

す。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 先ほどケアマネが対応するという話だったと思うのです

けれども、基本的には介護事業の委託を包括支援センターに委託していると

いうことですので、事業主体としては裾野市かななんて思うので、その際に

コロナに関する何かトラブルとか、困り事があったら解決するのに向けての

動きというのをやっぱり期待したいなというふうには感じました。特に答弁

いいです。 

〇委員長（浅田基行） ほかどうでしょう。よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第４号議案に関する質疑を終わります。 

  これより第４号議案について意見を伺います。賛否に関する意見はありま

せんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第４号議案に関する意見を終わります。 

  以上で介護保険課の質疑を終わります。 
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介護保険課（答弁漏れ） 

〇委員長（浅田基行） まず初めに、介護保険課のほうから答弁漏れについて

発言の申出がありましたので、許します。 

  課長がちょっと急用ができて出席できないものですから、介護保険係長か

ら答弁をいただきます。介護保険係長、お願いいたします。 

〇介護保険課係長 先ほどの土屋委員の居宅介護サービスと地域密着型サービ

ス、施設サービスの利用している人数、また小林委員からも居宅介護サービ

スの利用している人数のご質問がありましたので、そちらにお答えします。 

  まず、居宅介護サービスの…… 

            （「436」の声あり） 

〇介護保険課係長 436ページのところです。直近の実績になるのですが、令和

４年１月末現在で居宅介護サービスが1,236人、地域密着型サービスが231人、

施設介護サービスが397人になります。以上です。 

〇委員長（浅田基行） よろしいですか、お二方。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 委員の皆様、よろしいでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） では、以上で答弁漏れについて終わります。 
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子育て支援課 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 166ページです。こども医療費助成の件ですけれども、こ

の防衛から繰入れを7,500万円するということですが、この部分はこども医療

費の500円、月２回までをというものから超えていくものと超えていかないも

のがあると思うのですけれども、それの内訳みたいなのは何かあるのですか。

暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時12分 休憩 

 

                       15時12分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらの7,500万円の繰入金につきましては、従来の皆さん

に500円負担をいただいている部分ではございませんで、市が負担として払っ

ていた部分に充当するものであります。資産によりますと、こちら１億5,000

万円弱前後の値が毎年出ているというところになります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ということは、この部分は裾野市独自の３回目以降無料

になっている部分も単純に入っているということでいいですよね。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員（井出 悟） それ大体どれぐらい、全体でいうと。要は半分以上はそ

うなっているよというふうに見ればいいのですか、これで。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時13分 休憩 

 

                       15時15分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 従来どおり、市のほうで負担している部分、こちらのうち

7,500万円が防衛のほうの繰入金から充てられますというところとなります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。172ページです。先ほど課長からも少しご

発言ありましたけれども、児童館費のところで、令和４年度に複合施設を一

応見込んでいるということだと思うのですけれども、この時期とかというの

は当初から入っているという予算になっているということでよろしかったで

すか。 
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〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 今おっしゃられた新しくできる部分につきましては、事業

コード５番の子ども家庭相談支援事業費、こちらのほうに載ってあります。

こちらについての時期ということになりますが、誠に申し訳ございませんが、

今工事のほうの発注が遅れておりまして、来年度の８月、９月あたりを工事

の完了を目指していきたいというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 165ページのところが８月から９月だということは分かり

ました。そうしていくと、児童館費の部分は南児童館のみということになる

かと思いますけれども、児童館的機能が今の段階だと来年、だからこの前か

ら、暮れからずっと閉まってしまうということになるのですけれども、その

部分について何か今年度考えとかあるのですか。つなぎという部分で。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、南児童館のほうで代替で考えてお

ります。 

〇委員長（浅田基行） ほかございますか。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 163ページの児童福祉総務費の18節負補交、ふじのくに結

婚応援協議会、これの意味合いを説明してください。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、県が主体となって行っている結婚

サポートのほうの事業であります。県が結婚サポートのサイトのほうを立ち

上げまして、こちらの運営に関しまして県内の各市町村が加入して協議会を

行うというようなところになります。 

  事業としましては、そちらのサイトの運営、それからそういった結婚相談

に関するイベント等を実施するというようなところの事業を県のほうでは考

えているようであります。そちらへの負担金ということであります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 県がそういうことやるということは、言わば少子化対策

ですか。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 県のほうでの事業ということであります。少子化対策のも

のとして結婚対策をやっているというようなところであります。結婚した後

のお子さんの出生につきましては、もうずっと変わらないのですけれども、

ほぼ同じ数値でずっと推移しているのですが、結婚する方自体がだんだん減

っているということで現在の少子化につながっているという分析を県のほう

ではやっているようであります。ですので、とにかく結婚する方の絶対数を
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増やすというようなところでの取組となります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 少子化対策ということでいうと、未来のパパママスクー

ルというのはここの辺に入っていたのではないかと思うのだけれども、それ

なくなったのですか。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、予算はついておりませんが、事業

自体は採択されております。ただ、今までにつきまして予算をいただいて、

講師を呼んでというようなやり方であったわけなのですけれども、ここ２年

間コロナの関係で実施はできていないような形になります。今後事業採択は

されているけれども、お金がついていないというところで、ちょっと私ども

のほうでやり方を考えていかなければならないなというようなところでの今

ところになっております。ですので、やり方につきましては検討を重ね、続

けていきたいというような解釈でおります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） いきたいではなくて、いくのですね。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 165ページの子ども家庭相談支援事業のところですけれど

も、家庭児童相談室と子ども家庭総合支援拠点、これを併せ持った機能の相

談事業という、もう少しこの子ども家庭総合支援拠点のほうの機能の説明を

お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、来年度中に必置というようなとこ

ろでのものになっております。内容としましては、今まで家庭児童相談室と

いうものが子育て支援課のほうにありました。こちら家庭児童に関する相談

のほうは受けていたようなところになります。これに加えて、子ども家庭総

合支援拠点につきましては、ソーシャルワークの機能を使いというようなと

ころで言われております。こちらにつきましては、相談を受け、関係諸機関

につなげるというようなところが主務だと思っております。今までにつきま

しても相談を受け、それをいろんな関係機関にはつないでおりましたので、

今までとほぼ内容的には同じ、やっていた内容としては同じようなことにな

りますけれども、それが形としてここまでやりなさいということでの児童総

合支援拠点の設置というようなところであります。 

〇委員長（浅田基行） 相談の中にはこの①で出ている児童虐待なんかも入っ
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ているのですね。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 児童虐待を含めというようなところであります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 裾野市では令和４年中に必置をいつ頃やる予定ですか。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 予定としましては、事務所としましては旧いきいきホーム

の改修の後のあの部分に入るということになります。ただ、設置自体につき

ましては４月を目指しております。 

〇委員長（浅田基行） ほか。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 何か今さらの質疑ですけれども、児童館が南だけになる

のですけれども、南児童館を造った経過というか、いきさつはどういうこと

であそこに造ったのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇国保年金課長 こちらにつきましては、私も過去の資料をずっと調べていっ

たのですが、もともと南部地区に児童館というものはいつの頃からかちょっ

と分かりませんが、設置をされていた。そちらの施設の中にあって区画整理

があって、今の場所に移転していったというようなところになります。一番

最初の設置の経緯というものはちょっと誠に申し訳ないですが、調べること

ができませんでした。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっと余分なこと聞いたのですけれども、北児童館が

ここで閉めまして、旧いきいきホームのほうに児童館の機能を持ったものを

ということなのですけれども、全体から見まして、地域間バランスだとか利

用するほうからしてみた場合に、少しあまりにも偏在しているように思える

のですけれども、これから先のものとしては児童館、あるいは児童館の機能

を持ったような施設を今の中にあるもの以外に何か想定しているものはない

のでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、今パブリックコメントを終えたと

ころになろうかと思いますけれども、児童施設の再編のほうの計画の中でも

ありますが、南児童館につきましても集約というようなところの対象となっ

て、今度造ります旧いきいきホームの中の児童館機能のほうに集めていくと

いうようなところで、市の大体真ん中辺りに集めた中で皆さんにご利用いた

だくというようなところを考えております。 

〇委員長（浅田基行） いいですか、今の答弁で。 
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            （「いいですよ」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 児童館そのものは、最初の計画はこれまた別にしまして

も、児童館と、それからこども園とか保育機能を持った施設のもともとの目

的というのは同じなのでしょうか、違わないのでしょうか。 

          （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時26分 休憩 

 

                       15時29分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 児童館につきましては、幼稚園、保育園等利用の年齢層が

多少異なっております。ただ、新しくできるところにつきましては、それら

利用者広く使っていただけるように考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 別の件ですけれども、もう先ほども既に出ていますこど

も医療費の基金からの繰入れですけれども、３年度分を補正をして、ここで

すぐに当初の中に４年度で入れてあるのですけれども、繰入れを。これは、

４年度がスタートですけれども、これから先何年間同様のような形でいくと

いうようなことは基本的にはあるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、毎年補正になってしまうというこ

とでの説明を受けているのですけれども、補正で7,500万円ずつ積み立て、翌

年に取崩し使うというようなところでの話となっております。私どもちょっ

と聞いている中では、複数年というようなところで話を聞いておりますので、

またその細かいところについては、申し訳ございません。 

            （「休憩で」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時31分 休憩 

 

                       15時32分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。ほかどうでしょう。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 行財政構造改革の取組の中で、先ほど課長からも説明あ

ったひとり親の祝い金の事業、社会福祉協議会が事業をやっているので、廃

止というふうな話なのですけれども、この部分のもう少し理解が深まるよう

なご説明っていただけますか。 
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〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、今まで市と社会福祉協議会でそれ

ぞれ持分という形で補助というか、助成のほうをしておりました。市のほう

で１万円、社会福祉協議会のほうで3,000円ということでやっておったわけな

のですけれども、今年度、ここで市のほうなくなったということでありまし

て、社会福祉協議会のほう若干増やしていただきまして、全体額としては小

さくなってしまうのですけれども、5,000円が出るというようなところであり

ます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 事業の役割を終えたとか、終えないとか、そういう見直

しは当然必要だと思うのですけれども、社会福祉協議会の事業を増額させて、

市としては事業廃止して、一方でほかの課にはなるのですけれども、社会福

祉協議会の委託料としては減額しているということのようですけれども、こ

の事業自体は市が取り組むべきものではないという考えの下、消したという

ことですか。ちょっとその辺がどういう考えなのか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時34分 休憩 

 

                       15時34分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、社会福祉協議会にお任せするとい

うようなところの判断でございます。 

〇委員長（浅田基行） ほかどうですか。よろしいですか。暫時休憩します。 

                       15時34分 休憩 

 

                       15時35分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 意味合いとしまして、今回のひとり親の入学祝い金につき

ましては助成ではなく祝い金でございますので、市としての祝い金というの

は終了ということでの解釈でございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 163ページです。令和４年度は、ファミリーサポートの事

業だとか、一時預かりとかということはそのままやるようですけれども、実

施計画の35ページ辺りに御課がいろいろ課題も載っけていますけれども、ニ

ーズが減っているとか、そういう部分が出ているようですけれども、この辺

の何か今後の対応、令和４年度どのように対応していくかとか、何かもし考
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えがあれば。 

〇委員長（浅田基行） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 ファミリーサポートセンター事業につきましては、一昨年

あたりの幼児教育無償化の内容によりまして、お子さんが幼稚園、保育園に

属しているということであるとまずはそっちを使ってくださいというのが第

一前提になっております。ですので、利用者につきましては減少傾向が続い

ているというのは制度上のものであると認識しております。それと同時に、

一時預かりにつきましても同じような傾向にあるというようなところであり

ます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） こういう、例えばですけれども、小学生の一時預かり事

業なんかで減少しているというときに、例えば放課後対策事業と何かがっち

ゃんこするとか、何かそういうような考え方もあるのかなと思うのですけれ

ども、そういうような何か検討だとか、ものはあるのですか。暫時休憩お願

いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時37分 休憩 

 

                       15時37分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 一時預かりにつきましては、放課後児童室のほうに加入で

きなかったお子さん、スポット的に預けたいというような方が対象となって

おります。向こうの制度に合わせるような形になりますと親の就労等、いろ

いろ条件かかってきますので、そこはちょっと一線を引いた中での内容とな

ります。 

〇委員長（浅田基行） ほかどうですか。よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） では、以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質

疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案の関係部分に関する意見を終わりま

す。 

  以上で子育て支援課の質疑を終わります。 
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こども未来課 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑に入ります。井出委員。 

〇委員（井出 悟） よろしくお願いします。今回、幼と保育園とも外国人講

師の話をご説明いただきましたけれども、最後言われた他の手法によりとい

うところ、具体的にどのようなことで触れ合う機会を確保して、予算を削減

したけれども、子供への教育の部分を下げないようにすると、今どういう検

討状況になっているかというのはありますか。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 まだ具体的ではないのですけれども、他の市町などでは米

軍との触れ合い、そういったものも考えているよといったこと、あと市内に

居住される外国人の方なんかも園訪問なんかをちょっとしてみたいというよ

うな意向もあったりというようなことがあるものですから、まだ具体的には

なってございませんけれども、そういったところで対応できたらというふう

に考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 了解です。307ページとか、幼保でこども園なので、予算

的には分かれていますけれども、民間認定のこども園がＲ５年の４月に開設

ということですが、それの内容は附属説明書で配られている11ページの下の

部分でよろしかったですか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時13分 休憩 

 

                       16時14分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 こちらの附属資料の11ページ下段と同じ内容という形にな

っています。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。これについては、予算書ではこういう形

で出ておりますけれども、こういうものがＲ５年の４月に開園するよという

ものについては、今後公表とか告知みたいなのされていくのですか。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 こちらについては、施設の許認可等が県のほうになってお

りますので、そういった動きと連動しながら次年度募集に合わせて動いてい

きたいというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 先ほど幼稚園のほうは公立、私立とも延長保育等の取組
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を進めるということですけれども、具体的に時間とか条件というのはどのよ

うになっていますか。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 現段階でのまだ案というような形にはなるかと思いますけ

れども、平日については現状３時までの１時間という預かりを４時半までや

っていこうかなと思っております。それから、夏休みにつきましては全園で

はなくてある程度拠点を設定しながら、拠点にある程度集めて対応しようか

なというふうに考えております。 

  また、そこに申し込める方々にもある程度の条件なんかもつける予定では

ございますけれども、今そちらのほうは検討中でございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。この幼稚園の預かりの取組によって、保

育園の待機児童解消への寄与度というか、どれぐらいの規模感になるのです

か。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時16分 休憩 

 

                       16時16分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。暫時休憩します。 

                       16時16分 休憩 

 

                       16時17分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 まだどれぐらいというような見込みが立たないものですか

ら、次年度試験的に実施をしてみて、そこら辺を調査していきたいというふ

うに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。時間とか条件を決定するに当たって、例

えば各企業だとか、仕事と育児を両立するための時短制度の状況とかの確認

とかされていますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時18分 休憩 

 

                       16時18分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 こちらといたしましては、申込みの際に皆さんから申請書
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を出していただいているのですけれども、そういった中でもある程度の短時

間保育の方々が一定数いるというようなことから、待機児童対策としてはそ

ういった方々を幼稚園のほうにシフトできるのではないかということで、あ

くまでも短時間という保育園での基準が４時半となっておりますので、それ

に準拠した形で預かりの延長を検討したというような形になります。 

〇委員長（浅田基行） ほかどうですか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） ＩＣＴの事業ですけれども、登園状況を確認するという

話は以前からお伺いしていましたけれども、今回事業にも載っていなかった

ですけれども、ＡＩ等を活用したというやつが以前あったではないですか。

ああいう部分というのは、もう完全に検討から落ちてしまっているというこ

とでよろしかったですか。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 こちらについては、以前にもちょっとお話をしたかと思う

のですけれども、まず優先すべきものは園児に関わる部分からというふうな

考え方ですので、ＡＩというよりもむしろ施設の改修とか、そういった利用

者目線の事業を積極的に展開してまいりたいというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。最後になりますけれども、先日まで幼児

施設の見直しの計画についてパブコメやったと思いますけれども、それに対

して今回ある程度織り込んでいるようなものというのは、この令和４年度の

事業でありますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時21分 休憩 

 

                       16時21分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 幼児施設の中でも一番最初に手がけるものが民間参入の促

進というような形で記載しております。そういった計画に基づきながらまず

は民間の保育施設のこども園化というようなものに来年度は手がけていきた

いと、そしてもう一つが小規模保育所の運営開始という形が事業に該当する

かなと思っております。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時22分 休憩 

 

                       16時22分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 
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〇こども未来課長 民間こども園の設置に関わる補助金等が該当してくるもの

かなというふうに思っております。 

〇委員長（浅田基行） ほかございますか。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 保育園の関係になるのかな、処遇改善の今回事業入って

いますけれども、これはこの間の補正で出したのと同様の話ですよね。保育

士さんの人材確保が難しいということの中で来ていて、今回のこの上乗せと

いうのはかなり効果があるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 この制度自体は、３％の加算ということで、全国画一的に

実施しているものかなと、裾野市独自でやっているものではないよというよ

うなことから、考慮すると全体としての底上げにはなるかもしれないけれど

も、裾野市の解決策にはつながらないかなというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 私も同様に思うのです。全体の底上げの話ですから、人

を集めたい、でも同じような条件です。逆に言うならば、これに併せて市独

自の財源をつぎ込んで、もっと条件の、待遇をよくするような、そういうよ

うな検討はされなかったのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 まず、独自の上乗せというものはございませんけれども、

こういう施設型給付、こういったところに対して裾野市は他の市町に比べて

加算率というところでアドバンテージを持っております。そういったところ

で民間からすると裾野市への参入にメリットがあるかなと、補助金とか、そ

ういったところで上乗せが来るよというのが裾野市の状況ですので、そうい

ったところで他の園からすると来たがるのかなというふうに考えておりま

す。あと、確保もしやすいのかなというふうには考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 裾野は、ほかのところよりも非常に条件がいい、だから

裾野市に行こう、今のところ辞めてもそっちへ行こうというような状況まで

はまだ難しいということなのでしょう。 

         （「じゃ、ちょっと暫時休憩でいいですか」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時25分 休憩 

 

                       16時26分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 裾野市は、全体として給付等で加算のアドバンテージがあ
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るというような中で民間にとっては参入しやすい、あと改善しやすい環境に

あるのかなというふうに理解しております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そういう結果になることを期待しています。 

〇委員長（浅田基行） ほかどうですか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 先ほど307ページ辺りかな、保育短時間の話が出ましたけ

れども、幼稚園ではなくて保育園か、保育短時間の話、そこの今ニーズとい

うか、実際に保育短時間でやっている方というのはどれぐらいいらっしゃる

のですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時27分 休憩 

 

                       16時27分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 調べて、後ほど回答させていただきます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 保育短時間の方が幼稚園の延長にもし移行できるような

条件がうまく整ったとして、保育料等の部分というのはどういうようなイメ

ージなのですか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時28分 休憩 

 

                       16時29分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 新２号に認定をするという形で、無償化の対象になるとい

うふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 確認です。今回こういう幼稚園の時間延長やってもらえ

るというのはすごくいいことだと思います。という前提なのだけれども、あ

くまでもこれは今の公立の、例えば幼稚園だとか保育園を将来こども園に何

がしかの形で、それは民間なのかも別ですけれども、移行するまでの間のつ

なぎだということで認識してしまっていいのですよね。要はもう早めにそう

いうものを転換する上でのつなぎとして、やっぱりこういうので保育園の待

機を減らしていこうというふうにセットで考えられた施策なのですよねとい

うことを確認したいです。 

            （「まず、休憩していいですか」の声あり） 
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〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時30分 休憩 

 

                       16時31分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 将来的にこども園化に向けた第１段階だというふうに考え

ております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 今将来的にこども園化に向けたということなのだけれど

も、即何でできないの。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 まず、１つ目が全体としてこういったところは子ども・子

育て支援事業計画という計画の中で需要と供給のバランスを必ず取るという

ような形で考えております。ですので、例えばですけれども、民間園が……

暫時休憩でお願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時32分 休憩 

 

                       16時33分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。 

  こども未来課長。 

〇こども未来課長 再編については、需要と供給のバランスを取りながら進め

ていくというのが前提になるものですから、時間がかかってしまうというふ

うに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 経営的には私立のこども園がもういいって分かっている

わけではないですか。だから、そうなったら公立のほうを閉めるという選択

をすればいいわけですよね。そういうふうにはなかなかいかない。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 確かに私立のこども園というところも、そう思います。た

だ、そういった中でも公立には公立の役割が明確にあるよというような中で、

公立は必ず残していかなければいけないというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 307ページの13節使用料及び賃借料で、借地料も大分入っ

ているのだけれども、これは解消していこうという努力はしているのですか。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 
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〇こども未来課長 こちらについては昨年に比べて、昨年はたしかここには富

二幼稚園の借地料が入っていたかと思いますけれども、こちらが閉園に伴っ

て削除となっております。 

  それから、それ以外のこちらの借地料についても利用者が縮小してきてい

ますので、ある程度送迎用の駐車場とかの見直しについては随時検討を進め

ているところでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 単価の見直しとか、そういうところもやっぱりお願いし

なければ、相手のあることで、お願いしなければいかんけれども、やってい

っています。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時35分 休憩 

 

                       16時35分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 単価につきましては、税のほうの情報を基にある程度市の

中で統一的な対応をしているというような中で、こども未来課独自での単価

の上げ下げということは今現在行っておりません。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、借地解消ということでこども未来課として

は前に出てやることは現在はしていないよと、そういうことですね。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 単価の見直しは、自分たちとしてはやらないよということ

ですけれども、駐車場等の借地の見直し、そういったものについては施設の

統廃合とともに、併せて行っていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） ちょっと確認させてください。先ほどの私立の処遇改善

のこと分かったのですけれども、公立の場合も同じような状況でよろしいの

でしょうか。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 公立の部分につきましては、人事課所管のほうで検討のほ

うを進めているかなというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） ほかどうですか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） さっき小林委員の説明の中で、借地の話で富二の分がな

くなったとは言っていたけれども、これはただ学校教育課というか、教育委

員会に移っただけですよね。違うのだっけ。ちょっとその確認だけ。 
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〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       16時37分 休憩 

 

                       16時38分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。こども未来課長。 

〇こども未来課長 保護者の送迎用の駐車場については、返還をしてございま

す。 

〇委員長（浅田基行） ほかどうですか。よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

 

こども未来課（答弁漏れ） 

〇委員長（浅田基行） では、１点答弁漏れがありましたので、その説明をし

ていただきます。こども未来課長。 

〇こども未来課長 全体の話になりますけれども、全体として短時間の保育の

園児数ということで公立が48人、これゼロから５歳までになりますけれども、

私立が50人ということで、合計で今現在98人が短時間の対象園児という形に

なっております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 今の部分で、３、４、５は分かるのでしたっけ。 

〇委員長（浅田基行） こども未来課長。 

〇こども未来課長 ３歳から５歳については、全体で61人という形になります。 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上でこども未来課の質疑を終わります。以上で健康福祉部関係の議案の

質疑を終わります。 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。 

 

                       16時40分 閉会 



66 

 

裾野市議会予算決算委員会 厚生文教分科会 令和４年３月９日（水） 

 

                       ９時00分 開会 

 

〇委員長（浅田基行） おはようございます。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  審査の方法は、先日と同様に当局の説明を求めてから質疑に入ります。 

  発言の際には録音の関係上、必ずマイクをご使用願います。 

ただいまから教育部関係の審査に入ります。 

 

教育部 

学校教育課 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。 

  学校教育課の質疑は、目安で10時10分までとなっております。質疑に入り

ます。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 学校教育課に具体的に聞く前に、教育部長にちょっとお

伺いしたいのですけれども、冒頭教育部長の説明の中で教育長からのご説明

があったとおりという説明がありましたが、以前の審査の中でも意見を申し

上げていると思うのですが、教育方針についてはしっかりと本会議の場で述

べてほしいということを重ね重ねたしかお願いしてあったと思います。今回

に関しては、切れ目なく着任されたということでやむを得なかったとしても、

あのような内容については、今後ＣＳの事業等も進む中でしっかりと語って

いただくべきだと思うのですけども、そのようなことの御検討ってされてい

ますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時31分 休憩 

 

                       ９時32分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 今後検討してまいりたいと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） よろしくお願いします。 

  予算書の281ページですけれども、先ほど講師の関係、増減の話をちょっと

されたと、５名減して３名増したという、その辺りの話ですけれども、今の

子供たちを取り巻く環境だとか子供たちの状況に対して、こういう講師の配
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置を変えた何か考えとかありますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時33分 休憩 

 

                       ９時35分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 この市講師の削減につきましては、講師分としては減らしていく

方向ですけれども、支援員の数を増やしていって、そういった子供たちに手

が伸ばせるような配置を考えているところでございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） そうすると、先ほど講師を25時間分のうち10時間分は…

…失礼しました。15時間分を指導員にやっていただくということなので、残

り10時間ということで、50時間分は誰が埋めるのでしたっけ、どういうふう

になるのでしたっけということで、要は差引きすると足りない工数が出てき

ているはずなのですけれども、その部分はどういうふうにして補っていくか

ということを教えてください。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 今お話があった、市講師が単独で授業を行っている分につき

ましては、県費の職員が授業を行うという形になります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時37分 休憩 

 

                       ９時37分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） ということは、先ほど教育部長が言われたように、今年

度は３人の指導員増で対応すると。今後それを講師をゼロに向けていくのだ

という話の中で、教職員のやるべきことが今後増えていくようなことになる

ということですね、すなわち。指導員の中で担保できるのは10時間だけなの

で、残りの１人当たり25時間分は現職の教員の中でカバーしていくことにな

るということですよね。それがこの実施計画の中で言うゼロに向けた取組の

答えということですよね。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時38分 休憩 

 

                       ９時39分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。学校教育課長。 
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〇学校教育課長 講師が行っていた10時間につきましては減らしていく、講師

が行っていた子供たちへの支援の部分につきましてはそのまま継続していく

という形になりますので、支援員の分は３人増やしてくださっているという

形になります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時39分 休憩 

 

                       ９時40分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。学校教育課長。 

〇学校教育課長 市の講師がやっていた10時間については、県費の職員が対応

いたします。市の講師が行っていた支援員の15時間分については、支援員が

増額されることによって対応いたします。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 今のところですけれども、県費の教員は数はどうなるの

ですか。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 県費の教員につきましては、定数に基づいて決められていま

すので、変更はありません。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、５人減って10時間授業をやっているという

のは額面どおり受け取るとしても、50時間はなくなるわけですよね。それ人

数増えなくて大丈夫ですか。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 大丈夫ですかというとあれなのですけれども、県費の職員が

やるしかないという状況ですので、そこは工夫をしてやっていく形になりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 今予算の審議をしているのです。竹やりで突っ込んでい

くような予算を立てましたという話になっているわけです、今。それでいい

のですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時42分 休憩 

 

                       ９時47分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。学校教育課長。 

〇学校教育課長 ご心配していただいている部分、市の講師が担っていた事業
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の部分につきましては、県費の職員で工夫して対応していきます。ご心配の

部分につきましては、もちろん学校と教育委員会と一緒に課題を見つけて対

応していきたいと思っております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 会計年度任用職員の49名は、ここの職員給与費の報酬か

ら共済費、それから費用弁償まで、この合計の額を押しなべて支払われると

いう感覚でよろしいでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうしますと、合計額で49で割ると１人230万6,000円な

のです。週25時間というとほぼフルタイムで、230万円だと暮らしていけない

ですけれども、それは大丈夫なのですか。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 49名の内訳ですけれども、少しお話しさせていただきますと

…… 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時49分 休憩 

 

                       ９時50分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。学校教育課長。 

〇学校教育課長 今お話をさせていただいた方につきましては、基本的に１週

間フルで働いている方がほとんどです。ただ、勤務の時間が、小学校の市の

講師、支援員なんかは２時45分に勤務が終わります。中学校は３時45分です

けれども、あと副業等についても認められているところがありますので、そ

の辺は各自というか、家庭に応じて対応されていると思っております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 280ページ、令和４年度から始まるコミュニティ・スクー

ルの関係の学校運営協議会ですけれども、冒頭教育長からも方針の中でお示

しがありましたけれども、地域と一緒に学校を考えていくのだという中で、

教育長が言われていた学校再編の審議会を今年度やるのだ、検討するのだと

いう話だと思うのですけれども、そこと学校運営協議会の委員との絡みとい

うか、関係性というのはどういう形になっていくのですか。暫時休憩お願い

します。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時52分 休憩 
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                       ９時53分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 審議会の中では、各学校の運営協議会委員さんとの意見交換等、

今のところ予定はしておりません。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。 

  283ページ、本物と触れ合う学習の交付金ですけれども、平和教育と絡めと

いうことですけれども、具体的なイメージがちょっと湧かないので、教えて

ください。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時53分 休憩 

 

                       ９時55分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 本物とふれあう学習事業の中で、その本物とふれあう学習事業と

は別に平和教育についても子供たちに関心を持ってもらえるような事業に取

り組んでいきたいと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。改めて確認すると、本物とふれあう学習

と平和の学習については、手を替え品を替え、形を変えなのかもしれないけ

れども、両方両立する形を目指してやっていくということで捉えてよかった

ですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育部長。 

〇教育部長 これは、各学校の考え方にもありますけれども、本物とふれあう

学習事業の中で平和教育に関するものに取り組む学校もあるかと思います。

それとは別に本物とふれあう学習事業、それと平和教育の推進、両方事業計

画をする学校もあるかと思いますけれども、それは各学校の考え方で取り組

んでもらう予定でございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ちょっとよく分からなかったです。本物とふれあう学習

事業のそもそもの趣旨は平和教育とはちょっと違ったように認識しているの

だけれども、僕の認識、間違っていますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時57分 休憩 
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                       ９時57分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 本物とふれあう学習事業につきましては、この目的ですけれども、

芸術鑑賞や著名人、科学者、芸術家、トップアスリートなどを招いて、直接

子供たちが本物と触れ合うことで豊かな心を育むというところを目的として

おります。確かに平和教育という部分では若干ちょっと異なる部分もあるか

とは思いますけれども、この青少年育成基金、こういったものの有効活用と

いう中で、本物とふれあう学習事業の中で平和教育に関わりを持たせたいと

いうふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） そこまで目的がしっかりとしておきながら平和教育と併

せてやるというのは、教育的な趣旨というか、何か違うような気がしました。

再考したほうがいいかなというふうに。やり方です。予算がどうこうではな

くて、事業に対しては別物ではないのというふうに思うのですけれども、子

供たちに得ていただきたい感性や知性や経験と踏まえると、もっと工夫され

たほうがいいと思うのですけれども、いかがですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時59分 休憩 

 

                       ９時59分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 本物とふれあう学習事業の内容につきましては、今後学校とも検

討してまいります。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 今の関連ですけれども、総務のほうで行っていた平和都

市宣言を基にした広島への代表生徒の派遣、これそのものも教育部局のほう

に新年度からは移管だということなのですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       ９時59分 休憩 

 

                       10時02分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 平和教育そのもの、これまでやってきた広島派遣等につきまして

は、あくまでも行政課所管の事業ということでございます。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ほかの件です。コミュニティ・スクールですけれども、
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３年度で試行で小中でたしか４校行って、新年度４年度からは全部の小中学

校に取り入れるということなのですけれども、まず１つとして、３年度まだ

完全に終わっていないですけれども、試行でやっている中で、いろいろ目的

としていたような効果だとか、あるいは課題だとかが当然出てきた中で、そ

れをクリアできるから全校にということだと思うのですけれども、その辺の

総括というのはどういうふうに考えていらっしゃるのですか。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 今年度は、須山小中、それから富岡第二小学校、東小学校を

先行導入校という形で実施しました。その成果としましては、各地域に応じ

た組織をつくって、地域とのつながりをどうやっていくかということを実施

したものを各学校のほうに校長会、それからコミュニティ・スクールの推進

委員会等で広げていって、それをもとに令和４年度実施していくというよう

な形で今年度進めてきました。もちろん課題等につきましても、各学校それ

ぞれありますけれども、やっている印象の中で、地域と本当にやっていくこ

との取っかかりの部分としてはよいと。こういう組織を立ち上げたほうがよ

り地域と密接にできるのではないかという声のほうが多いと感じています。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そういうことを前提に４年度からということですけれど

も、今話がありましたように、地域は当然それぞれ独特の文化だとか、地域

そのものの考え方だとか、あるいはまとまりだとか、いろんなものがあると

思っています。ですから、全部の小中学校とはいっても全部違う内容だと思

うのです、実際には。そういうような中で、運営協議会ですか、委員の皆様

からは、４校試行していた中でこれから先についての難しさのようなものと

いうのは当然出ていると思うのですけれども、効果が期待できるような意見

等は結構多かったのですか、あるいは行動は。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時05分 休憩 

 

                       10時07分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。学校教育課長。 

〇学校教育課長 例えばですけれども、須山地区のものは須山で一緒になって

おります。来年度は、深良地区が深良地区全体でやろうとしています、小学

校、中学校併せて。そこは、須山のやり方を参考にしている部分が多いのか

なと思います。学校の規模、それから地域の実情に応じて、令和４年度は令

和３年度のものを基に実施していきます。 

  あと、アナウンスが足りない部分はご指摘のとおりかなと思います。コミ
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ュニティ・スクールのパンフレット等も近日中に配布されますけれども、ア

ナウンスがまだ不足している部分がありますので、令和４年度の課題として

捉えていきたいと思います。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 附属説明書にコミュニティ・スクールの事業が載ってい

ます。634万2,000円という事業費になっていますけれども、冒頭たしか少し

説明があったと思うのですけれども、このコミュニティ・スクール推進事業

の事業費の内訳を再度お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 634万2,000円の内訳についてですが、講師の謝礼が２万円、

それからコミュニティ・スクールディレクターの謝金が444万円、それから講

師の旅費が１万6,000円、研修会の旅費が３万円、学校運営協議会委員の報酬

が111万6,000円、それからコミュニティ・スクールルームの消耗品として72

万円、以上で634万2,000円となっております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） どうもありがとうございます。１つだけ、ディレクター

の報酬が444万円ということですけれども、具体にはディレクターの仕事の内

容だとか、あるいはどういうような方たちをそれに期待しているのか、ちょ

っとその辺をお願いします。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 ディレクターの仕事の内容としましては、地域と、それから

学校運営協議会をつなぐというか、そういう役目の部分を期待しております。

あと、スクールコーディネーターさんもいますので、その地域のボランティ

アのスクールコーディネーターさんとのつなぐ役目、そういうところも期待

しています。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 最初で聞いておくべきだったと思いますけれども、行革

の資料の中で不登校、問題行動の事業費と学びの森の運営事業費が大きく動

いているのですけれども、この事業については令和４年度は何が変わるので

すか。大きく施政方針転換により継続というのは書いてありますけれども、

事業費としても大きく動いていると思うのだけれども、どうしていくのか。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 予算という部分については、継続をしていただく形になりま

した。ただ、ふれあい教室の場所等につきましては現在検討しているところ

です。現在使っているところは、老朽化が進んでいるという部分もあります。

使い勝手の部分もありますので、場所の移転について検討しています。 
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  それから、学びの森について、継続していただきましたけれども、研修の

在り方ということで、より教職員の資質向上につながる部分はどこにあるの

かということを今大至急で検討しているところです。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ごめんなさい。うまく伝わらなかったです。例えば不登

校問題に関しては、およそ200万円ぐらい増額になっているのです、令和３年

度の事業費に対して。学びの森に対しては780万円ぐらい減額になっているの

だけれども、これは何が変わるのですかということです。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時11分 休憩 

 

                       10時20分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 令和４年度の事業費につきまして不足する部分につきましては、

補正で対応していきたいと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。補正するということは、当初から補正の

間までの事業費は充当できているということでよかったですか、その学びの

森の人件費というのは。 

〇委員長（浅田基行） 教育部長。 

〇教育部長 そのとおりでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 65ページ、歳入の育英奨学金の滞納部分の返金見込みの

ある人がこれだけということですけれども、滞納者は何人ぐらいいるのでし

たっけ。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 滞納者は２名です。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、１人ぐらい返してくれそうだという、そう

いう感じですか、この10万5,000円は。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時21分 休憩 

 

                       10時21分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。学校教育課長。 

〇学校教育課長 ２人とも分割で返していただくように今進めています。 
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〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 283ページ、さっきの11節役務費のあたりでモアレ検査が

50万円増えたという話があったのですけれども、モアレ検査って何でしたっ

け。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 脊柱側弯の検査になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） それは新規ですか。これまでなかった。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 これまでもありました。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） その上、先ほどの会計年度任用職員のところで部活指導

員３名ということだったのですけれども、部活指導員もっと欲しいですよね。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 ご指摘のとおり、部活動指導員をもっと増やすことによって、

中学校の教職員の働き方改革につながる部分もありますので、増やしたいと

ころはあります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 部長に頑張ってもらって、そういう予算を獲得するよう

に動いてほしいのですけれども、頑張ってもらえますか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時22分 休憩 

 

                       10時23分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 部活動指導員、３名より多いほうがいいということは本

当に分かっているので、何とか増やしていくように頑張ってください。これ

は要望です。それから、もう一点……いいです。申し訳ないです。取り消し

ます。 

〇委員長（浅田基行） よろしいですか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 先ほどのところ、1,400万円のところで、不登校の学びの

森、ちょっと食い込んで申し訳ないのだけれども、施政方針を転換する前は

この1,400万円の事業でやろうとしていたものがまた膨らむというふうに聞

こえたのだけれども、そういう認識でよかったですか。要は何がしかの理由

があって、ちょっと分からないけれども、予算を減少させながら成果を維持

させようとしていたものを元に戻そうというふうに聞こえたのだけれども、
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そういうふうに受け取っていいのでしたっけという話です、補正でやるとき

に。様々な教育的な観点だとか、その効率化だとか事業の見直しとかをしな

いでそのまま持ってくるよというふうに聞こえたのだけれども、それでいい

のでしたっけという確認です。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時24分 休憩 

 

                       10時26分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 この事業につきましては、令和３年度同等の事業を行う予定でご

ざいます。なお、両事業につきまして改善すべき部分につきましては、今後

検討してまいる予定でございます。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 施政方針の転換によりということではありますけれども、

当初このような事業費を上げている以上は、やはりこういうもので得たい成

果が得られるように、徹底的な改善だとか業務については考えていく必要が

あると。それは提案部署の責務だと思うのですけれども、そこの部分はいか

がですか。最初から補正ありきではないですよねという話です。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時27分 休憩 

 

                       10時28分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 必要な人件費につきましては、補正で対応させていただきたいと

考えております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） コミュニティ・スクールのディレクターは各校１名です

か。 

〇委員（井出 悟） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 コミュニティ・スクールのディレクターは12名を予定してい

ます。各校ではなくて、須山だったら須山地区で１人という形です。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そのディレクターは、どういう人がなるのですか。 

〇委員長（浅田基行） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 それは、各地区にお任せしています。地域の中で担ってくだ

さる方にお願いしていくという考え方です。 
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〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） １つ確認させてください。会計年度任用職員、これ前年

度より７名ぐらい減っているのですけれども、どういう理由で減らしている

のですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時29分 休憩 

 

                       10時30分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。学校教育課長。 

〇学校教育課長 この会計年度任用職員の人数の中で、まず市の講師が５名減

って、支援員さんが３名増えていますので、プラス・マイナス２減っており

ます。あと、この中には学びの森の方のものが入っていないというふうに思

っていただければと思います。 

〇委員長（浅田基行） よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

 これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

 賛否に関する意見はありませんか。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 反対かどうかはなかなか難しいところですけれども、や

っぱり人件費を絞っていこうというのは教育の目的を達成する意味では逆方

向に動いていると思うので、あまりよくないなというふうに考えています。 

〇委員長（浅田基行） ほかによろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案の関係部分に関する意見を終わりま

す。以上で学校教育課の質疑を終わります。暫時休憩いたします。 

                       10時31分 休憩 

                          10時31分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。休憩します。 

                          10時31分 休憩 

 

                       10時42分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。 
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鈴木図書館 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。鈴木図書館は、目安は一応11時

になっています。質疑に入ります。井出委員。 

〇委員（井出 悟） よろしくお願いします。322ページですけれども、図書館

事業費、減額としては75％ぐらいかな、減額されていると思うのですけれど

も、これに対する事業の影響ってどういうふうになっていますか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 こちらは、主に報償費削らせていただいております。影響と

しましては、今まで報償費をお支払いしてやっていた事業を内製化すると。

予算を減らしたからといって事業を単純に減らすのではなく、なるべくお金

をかけずにできるようなことを考えていきたいと思っております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ということは、事業の運営方法を見直して、昨年と同様

の事業までは目指したいような予算になっていると認識してよろしいです

か。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 私どもの希望としましては、おっしゃるとおりです。ただ、

どうしても予算が減りますので、どこまでできるかというところはあります

けれども、なるべく市民の皆様のサービス低下にならないように頑張りたい

と思っております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。頑張っていただければと思います。 

  先日公民館の条例が改正されて、部屋を新しく使うような形になったと思

いますけれども、その辺りというのは公民館のほうでしたっけ、予算は。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員（井出 悟） 分かりました。今のは取り消します。 

  図書館を利用させていただくと、通路等に非常に本が置いてあったりとか、

箱に積んであったりとかという形で置いてあるのですけれども、今の開架の

図書、もしくは閉架の図書の状況とか、何か課題とかってないのかなと思っ

たのですけれども、今回令和４年度予算で何か改善等は図られるのですか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 毎年約4,000冊ぐらい入ってきていまして、もう倉庫がいっぱ

いなものですから、計画的に古い本については除籍をしていかなければなり

ません。そこは今年度もちょっと重点的に行ったところなのですけれども、

来年度以降も計画的に除籍はしていこうというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 
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〇委員（井出 悟） 当然除籍をして最適化するというのは必要だと思うので

すけれども、一方で開架できるスペースがなければ、先日条例改正したよう

なスペースなんかをうまく使って、開架するスペースをつくり出すというこ

とについても検討が必要な部分もあるのかもしれないのですけれども、その

ような課題意識とか何か検討とかはされているのですか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 開架スペースを増やすということにつきましては、今ある棚

の配置を職員が自分で手を入れて、１つの棚に対して１列増やす等の努力を

しているところです。予算が限られている中でのことですので、そういった

細かなところでしか今はできておりませんけれども、そういった努力を今後

も続けていきたいというふうに思っています。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。やはり通路に物が置いてあるというのは

防災上もよろしくないと思いますので、ああいう状態が経常的に続くようで

あれば、ぜひ検討が必要な項目だと思うので、そこは安全上見直していただ

ければと思います。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 先ほど閉架した図書の中の整理ということで、年間4,000

冊ぐらいということですけれども、以前の委員会でも申し上げたと思うので

すが、閉架した図書の廃棄を配るということも必要だとは思うのですけれど

も、そういうものをしっかり資源化して、要は売ってということですけれど

も、次のほうにつなげていくという、そういう持続的な取組が必要な部分と

いうのがあるのではないかということを以前指摘したと思うのですけれど

も、そういう部分で令和４年度は何か変化点ありますか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 古本を扱っている業者さんについてちょっと当たってみよう

かというふうな話はしているのですけれども、なかなか今そういう業者さん

が少なくて、またちょっとそこは検討課題かなというふうに思っております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 市役所の１階で50円で売っているのです。やればいいで

はないですか。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 323ページの工事請負費、トイレの改修工事ですけれども、

改修の内容はどういう工事をされるのですか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 １階の和式のトイレを洋式化、そして手すりをつけてシャワ
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ートイレにしたいなというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） トイレの便器というのは、数は幾つぐらいあるのですか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 １階が男女それぞれ……失礼します。休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時52分 休憩 

 

                       10時52分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 男女１つずつでございます。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ここでは１階になっていますけれども、それ以外のトイ

レについては既に洋式化されているのですか。それとも、これからですか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 洋式化されているところもありますが、シャワートイレがつ

いているところが図書館１つもございませんで、今回初めてになります。ま

たおいおいこれからやっていければなというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 雑入のユニバーサルデザイン事業の助成金が事業費と同

額の120万円計上していますけれども、これはどこからの歳入になるのです

か。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 県の市町村振興協会からの助成金になります。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 知識がなくて悪いのですけれども、同額、要するに100％

の助成というのは、今までの中でも図書館は利用しているのですか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 昨年度と今年度実施しましたＬＥＤ工事につきましても、こ

ちらを充当しております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 323ページあたりかと思うのですけれども、蔵書は全部デ

ータベースに入っていますか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 全て入っております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 
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〇委員（小林 俊） それは、ホームページとかで検索できますか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 はい、できます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇鈴木図書館長 そうすると、捨てる本、これが要らないというのは、一応デ

ータベースに入っているので、つまり捨てる本をどうやって選択するのです

か。どういう基準でというか、どういうふうに選択するか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 ジャンルによってなのですけれども、情報が古くなったもの、

例えば医学書なんていうのは、早めに情報がどんどん新しいものが入ってき

ますから、そういうものは比較的新しいものも捨てるのですが、一般書なん

かですと、だんだん皆さん借りていただいて、汚れてきたり破損してきたり

ということがあります。もちろん修繕して使ってはいるのですけれども、修

繕が追いつかなくなった本については除籍という形になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 図書館って、蔵書がどれぐらいあるかというのが命です

よね。それをスペースがなくなったから捨てるという考えはどうかなと思う

のだけれども、そこの辺りはどうですか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 もちろんずっと蔵書できていければいいのですけれども、ど

うしても蔵書するからにはスペースというのが必要になりますので、市民の

方が需要が少なくなってきているものについては、より需要が大きいものに

入れ替えていくほうが市民サービスとしてよろしいだろうというふうに考え

ております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 実際に捨てる本は、もうほとんど見てくれないような本

ばかりということになっているのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 もちろん需要のあるものについては、捨てることはございま

せんので、仮に破損してしまって捨てる場合でも、そういう場合は新しいも

のに入れ替えるような形を取っています。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 行革の資料で何点かお伺いします。 

  まず、図書館クラブの運営事業というのが事業費が６割から７割ぐらいカ

ットされていると思うのですけれども、これの影響とか変更点はどうなって

いますか。 
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〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 こちらは、今年度までは図書館講座として運営していたもの

でございます。こちらを報償費をカットさせていただいて自主運営というふ

うな形にさせていただきます。休憩をお願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       10時58分 休憩 

 

                       10時58分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。図書館講座に関わるものだということで

すけれども、これらの見直しに対して御館が取り組む、手を差し伸べると言

ったらちょっとおかしくなりますけれども、代替としてケアするような取組

だとか、そういうことって何かありますか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 活動する場所については、引き続き図書館のほうで準備させ

ていただくようにします。それから、今まで弱かったところとして、せっか

く活動していただいているのに、学習発表する機会というのがあまりなかっ

たかなというふうに思っています。なので、そこの部分を充実していきたい

なというふうに思っています。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ぜひ工夫を凝らして、しっかりと魂というか、必要なこ

とが受け継がれるようにしていただきたいと思います。 

  同じく資料で、図書推進、子育て支援計画、夜な夜なおはなし会の廃止み

たいな形で書かれていますけれども、ここが廃止にせざるを得なかったよう

な何か理由とか、またそれの影響だとか、その辺がもしあれば教えてくださ

い。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時00分 休憩 

 

                       11時00分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 こちらは、事業見直しの中でどこを優先するかというふうな

ところで、まず図書館自体がないとしようがないですから、管理費の部分を

先に優先させていただきました。イベントにつきましては、今後５年間につ

いては縮小せざるを得ないだろうというふうな判断をしたところです。ただ、

人気のある事業なので、報償費は減らしますけれども、職員でできるところ
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については職員のほうで対応したいし、それからボランティアさん等お願い

できるところについてはお願いしていきながら、お金をかけずともできるよ

うに、なるべく市民の方々に参加していただけるような事業を考えていきた

いというふうに考えています。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 今のお話、とても大切なことだと考え方として思うので

すけれども、結果これは廃止にするのですか。それとも、形を変えて、内製

化だとか先ほど言われたように、できる範囲、身の丈の事業として何か考え

ていくのか、どちらですか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 後者でございます。形を変えて継続していきたいというふう

に考えています。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 令和４年度、本の購入費って何冊ぐらい考えているので

しょうか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 一応4,000冊程度を考えております。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） そのことに対して、デジタル化とか、そういうふうな考

えというのはお持ちでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 デジタル化は、いずれはしたいというふうに考えております

けれども、現在のところ予定はありません。休憩をお願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時02分 休憩 

 

                       11時03分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 図書館のＬＥＤ化の話になります。暫時休憩をお願いし

ます。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時03分 休憩 

 

                       11時04分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 今回例えばこれが温暖化防止だとかＳＤＧｓだとか、そ
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ういうような目的でいただいた寄附を使っているということですけれども、

財政課とかと予算組みを一緒に考えていくときに、例えば蔵書の中でも、Ｓ

ＤＧｓに関する蔵書を買うときにそういう指定寄附を使って、もともとその

本を買おうとしていたお金でＬＥＤ化するとか、要は指定寄附される方がし

っかり寄附して生かされたということが分かるような事業組みをしていくこ

とがより重要だと思うのですけれども、そのような取組って財政課と一緒に

やっていらっしゃるのですか。確認です。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時05分 休憩 

 

                       11時07分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 今後検討していきたいというふうに思います。 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。以上で鈴木図書館の質疑を終わります。暫時休憩いたします。 

                       11時08分 休憩 

 

                       11時08分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

  休憩します。 

                       11時08分 休憩 

 

                       11時13分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 
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生涯学習課 

〇委員長（浅田基行） 説明は終わりました。質疑目安時間は12時です。 

  質疑に入ります。井手委員。 

〇委員（井出 悟） よろしくお願いします。ちょっと事業費の大きいところ

で聞きたいのですけれども、先ほどの文化センターの件ですけれども、５年

度までの特定工事というところと、あと閉鎖という部分の全体的なイメージ

がちょっと分からないので、教えてください。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時27分 休憩 

 

                       11時28分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 多目的ホールの改修工事につきましては、令和４年11月から令和

５年７月までを工期の予定としております。大ホールにつきましては、令和

４年11月から休館とさせていただく予定です。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ということは、文化センターは令和４年11月から令和５

年７月まではホール関係が一切使えないという状況になるということです

ね。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 はい、そのとおりです。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 大ホールが令和４年11月から閉館しなければいけない理

由は、先ほどのつり天井の話ですか。今も開館していますよね。令和４年11

月からやらなければいけない理由とかがもしあれば教えてください。暫時休

憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時29分 休憩 

 

                       11時31分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 安全面を考慮して、多目的ホールの工事の開始に合わせて大ホー

ルも休館をするということに決定したものでございます。 

〇委員長（浅田基行） 井田委員。 

〇委員（井出 悟） 安全面の話をするのだったら、今休館しなければおかし

いではないですか。そうでしょう、安全面だったら。何で令和４年11月から
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なのかという話の説明にはならないと思うのです。そこの部分ってどういう

ことなのですかということです。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時32分 休憩 

 

                       11時34分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 このつり天井に関しては、東日本大震災の事故から調査が入

りまして、裾野市の多目的ホール、大ホールともに同様の形式で、危険であ

る、改修が必要であるということが分かりました。令和４年度に多目的ホー

ルを工事ができるということになった時点で、大ホールについては同じ危な

い状況が続いているので、工事に合わせて閉めるというふうなことを行革の

推進本部で決定したものです。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） では、大ホールが今の状態で閉まらない、もしくは多目

的が閉まらないというか、閉めないほうがいいとは思うのですけれども、や

っている以上は、イベントが入っているから、それを優先するということで

すね。だから、要は命よりイベントを優先すると、嫌な言い方をしますけれ

ども、そういうことですよね。11月にイベントが終わったら閉めますよとい

うことですよね。要は安全の話とその11月の話がリンクしていないと言って

いるだけなのです。だから、11月まで延ばすのは、イベントが入っているか

ら…… 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時36分 休憩 

 

                       11時37分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 工事のスタートが最短で11月になりますので、そこまでは開

けておくということになります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。大ホールがやれないということなのです

けれども、もし大ホールをやるとしたらどれぐらいの事業費が必要なのかと

いう見積りとか試算はされているということですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 はい、試算しております。 
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〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時37分 休憩 

 

                       11時38分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 大ホールを工事するとすると、概算ですが、天井の落下防止

と照明交換で５億2,000万円程度です。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。この大ホールを閉じる、令和４年11月か

らなので、第３クオーターが終わったぐらいのときから閉めるということだ

と思うけれども、そのときに指定管理の在り方ってこの当初予算ではどうな

っていますか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 指定管理は、ちょうど５年目になりますので、そのまま通常

のままになっております。閉めることによって補償が出てくるのか。あるい

は益が出て、補償は出さないでそのままでいくのかというところは、年度末

で計算してみないと分からないところです。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ただ、コロナのときの閉館と同じ考え方ではないですか。

要は市の都合によって大ホールを閉めざるを得ないということだと思う。多

目的と両方閉めなければいけない時期が来るので、基本的にはコロナに準じ

た営業補償をしていかなければいけないということが想定されるのですよ

ね。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 はい、そのとおりです。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） それについては、当初予算に上げていないということで

すね。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 見込額を出すことが難しいので、当初予算には上げておりま

せん。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） そうはいっても、コロナのときに３か月閉めて幾らとい

うのは出ていたはずなので、それぐらいは想定しておいていただければあり

がたいと思います。 

〇委員（井出 悟） 土屋委員。 
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〇委員（土屋秀明） 同じところですけれども、５年度の債務負担行為が１億

1,700万円ですけれども、４年度の多目的の天井、照明を併せての工事という

のは、予算の中で幾らになるのですか。7,690万円というのは、施設の維持補

修のほうも入っている金額ですよね。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時41分 休憩 

 

                       11時42分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 先ほどの質疑は取り消します。 

  大ホールの先ほどの見積りというか、想定の工事費が５億2,000万円という

ことですけれども、単年度では当然終わらない話でしょう。どうしてその５

億2,000万円を同時にやるように。市債等を借り入れてでも同時に休館をする

期間を短くするような、そういう検討というのはなかったのですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時42分 休憩 

 

                       11時43分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 特にそういった検討はございません。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 先ほどの委員との質疑の中で、危険性、危険があるから

ということですけれども、建築基準法に合っていないということなのでしょ

うけれども、いつまでにその工事を完了させるというリミットというのはも

ともとなかったのですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育部長。 

〇教育部長 特にいつまでにということはございませんでした。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ５日の土曜日の日にあそこの音楽祭で私は入っているの

です、文化センターに。久しぶりだということで観客がすごく多かったので

す。市の公共施設の中でもお金を稼げるというところはほとんど少ない。そ

ういうようなところで、これ教育に言う話ではないのかもしれませんけれど

も、どう考えてみても、共通の工事、仮設だとかいろんなものからしても、

全部のものを休ませて同時の工事で休む期間を短くするのが一番だと思って

いるから、言っている話なのです。教育費全体の中で、予算が限定されてい

る中で子供たちの教育の安全を取ったという、そういう理由ですけれども、
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教育部というよりも全体、市役所全体の考え方としてそうすべきだったとい

うふうに、これはいつまでも思います。 

  最後に、これ質疑ですけれども、今回の予算計上なのですけれども、大ホ

ールの工事をやるとするならば、そのときどのくらいの休みになるのでしょ

うか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 期間としては、多目的ホールとそう変わらない期間での工事

になると想定しています。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時46分 休憩 

 

                       11時48分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） つり天井の話ですけれども、つり天井が危ないと言って

いるのはどこですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 国です。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 国のどこの省庁ですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時48分 休憩 

 

                       11時48分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 国交省です。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） それは、大きな建物の天井に関する何か法律が変わった

のですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時48分 休憩 

 

                       11時49分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 建築基準法施行令を改正して、天井落下対策を強化したのが

平成25年７月12日公布、平成26年４月１日施行です。ここでつり天井の件に

ついて出ています。 
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〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） それは、改正して遡って適用されないという話が今どこ

かからあったので、それは改修をしなければいけないということなのですか、

既にある既存の建物について。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 その後、静岡県建築安全推進課長より建築主務課長宛てに特

に早急な対策実施をお願いしますという依頼文が発出されているのが令和３

年９月９日になっています。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、それは法で施工が必要になっているという

ことではないのですね。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時51分 休憩 

 

                       11時57分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 建築基準法施行令の中で、努力義務として規定があります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 施行令で努力義務だけれども、既にあるものはそのまま

でもいいわけですよね。そこのところの解釈はどうなのですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       11時57分 休憩 

 

                       12時04分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 大ホールを閉鎖することにつきましては、多目的ホールの工事を

検討する中で、危険性は変わらないという中で同時期に大ホールも休館する

ということが決まったものでございます。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       12時04分 休憩 

 

                       12時06分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 建築基準法施行令が変わったということで、工事をしな

ければならないという、かつて既にあるものについてということであれば、

国から県からとか補助金をもらうことはできないのですか。 



91 

 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 これに対する補助金は特にございません。多目的ホールにつ

いては、文化センターの基金を活用して工事を実施します。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 327ページ…… 

〇委員長（浅田基行） ページ変わりますか。 

〇委員（小林 俊） はい。 

〇委員長（浅田基行） すみません。今文化センターしかできていなくて、一

回止めたいと思いますが、いかがですか。 

  暫時休憩します。 

                       12時07分 休憩 

 

                       12時07分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

  休憩します。 

                       12時07分 休憩 

 

                       13時11分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。答弁の訂正がありますので、これを

許します。教育部長。 

〇教育部長 先ほど学校教育課の予算審査の答弁の中で補正予算前提というよ

うな答弁をさせていただきましたけれども、必要に応じて補正予算を要求さ

せていただく場合があるというふうに答弁を修正させていただきます。よろ

しくお願いします。 

〇委員長（浅田基行） もう一つあります。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 先ほど特定天井の耐震工事について、県、国の補助金はない

というふうなお話をさせていただきましたが、国の補助金がございまして、

補助率が工事の事業費に対して11.5％という補助率の補助金があります。 

〇委員長（浅田基行） よろしいですか。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 学校教育の話、必要に応じてということだとすると、学

びの森等の事業は当初どうするのですか。どういう形を目指しているのです

か。要は今の段階では1,200万円まで事業費を絞ってあるから、どうなるので

すか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時12分 休憩 
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                       13時14分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 学びの森につきましては、当初予算の中で令和３年度同様の事業

を進めてまいります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 11.5％ですけれども、それは照明とネットを一緒に工事

しました。合計で出るとか、そんなところは分からない。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらは天井の耐震改修の工事費について11.5％になってい

ます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、大ホールで５億2,000万円のうちの照明が幾

ら、ネットが幾らなのですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 大ホールの天井落下がおよそ9,000万円、照明が４億3,000万

円です。 

〇委員長（浅田基行） よろしいですか。審査を続けます。質疑に入ります。

井出委員。 

〇委員（井出 悟） 今回多目的ホールだけにして大ホールを止めるという判

断に至った考え方と今後についてもう少し整理したいのです。暫時休憩お願

いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時16分 休憩 

 

                       13時17分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 まず、多目的ホールを工事して大ホールを休館ということにつき

ましては、行革推進本部の中で決定したことになります。なぜ大ホールを優

先してやろうということにならなかったのかということですけれども、先ほ

ど説明しましたとおり、文化センターの基金を活用して工事を実施するとい

う中で、先ほど申しました大ホールを工事した場合の金額、こちらですとど

うしても持ち出しがあるという中で、多目的ホールの工事を基金を使ってや

っていこうということでございます。また、今後のそういった大ホールを使

ってのイベント、文化活動につきましては、多目的ホールを活用した中で実

施をしていくということで、多目的ホールを優先して工事をすることになり

ました。以上です。 
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〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。ということは、大ホールも今後基金が活

用できるような状況になるまでは無期限で停止をするということになるわけ

ですね。 

〇委員長（浅田基行） 教育部長。 

〇教育部長 基金を活用するかどうかは別としまして、その改修に当たる財源

が確保できれば、そういった改修も今後計画できるものというふうに考えて

います。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ５年間は行財政構造改革の期間中になるから、５年間止

めるのですよね。ということで、告知するのですよね。無期限で、中途半端

にいつ再開するか分からないけれども、止めますというものがいいのか、も

う５年間は動かしませんとちゃんと言ったほうがいいのかということだと思

うのだけれども。 

〇委員長（浅田基行） 教育部長。 

〇教育部長 少なくとも令和８年度までは改修は延期せざるを得ないというふ

うに考えています。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） それは、大ホールを多目的の修繕に合わせて止める、令

和４年11月のときにはそういう方針を含めてしっかり話すということで受け

取って大丈夫ですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育部長。 

〇教育部長 そのように対応してまいります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 大ホールか多目的ホールかといったら、大ホールの機能

を生かしたほうが有効ですよね、お金はともかく。だから、今の話を聞くと、

大ホールのネットだけ張る、多目的ホールはお金できたらネットを張るとい

うのが正解のように思えるのですけれども、どうですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時20分 休憩 

 

                       13時23分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ネットだけというふうなお話がございましたが、そこについ

ての検討というのはされておりません。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 
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〇委員（小林 俊） 費用対効果を考えれば、１億幾らかけて多目的ホールの

照明とネットを替えるよりも、今のところ照明は何もしなくても使えるので

あれば、大ホールのネットをまずやって安全確保すると。お金ができたとき

に照明を替えますというのが妥当な考えだと思いますけれども、どうですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時24分 休憩 

 

                       13時26分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 現在のところは、そういった検討はなされておりません。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） スポーツ施設の管理のトラック修繕の話ですけれども、

言ってもいいですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時26分 休憩 

 

                       13時27分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） ここの部分は、命に関わるとか、そういう話になるので

すか。今回の文化センターは命に関わる作業をやりますというときに、この

スポーツ施設の１億5,200万円のところは命に関わるものをやるということ

でいいですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらは指定管理料になります。スポーツ施設の事業費にな

りますので、この１億5,000万円は指定管理料になります。工事は、来年度は

ありません。修繕工事のみになります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時27分 休憩 

 

                       13時28分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 富士山資料館の部分ですけれども、来年度は資料館を閉

じてということですけれども、展示等の考え、予約制にすると言っていまし

たけれども、具体的にどういう形でやっていくのかをちょっとお考えをお聞

かせください。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 
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〇生涯学習課長 富士山資料館での展示については、学校の社会科見学、あと

は学術研究等の目的での調査、そういったものに関して事前で予約を受けて、

そのときだけ開けるという格好でやらせていただきます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 例えば小学校なんかで、県のやつだと思うのですけれど

も、暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時29分 休憩 

 

                       13時29分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 展示のやり方について、例えば富岡の小学校とかで民具

とかを教室を使って展示するようなことをやったと思うのですけれども、そ

ういうような展示の仕方というのは考えないのですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 そういった外に出ての出前授業、出前講座みたいなものは、

継続して、ご依頼があればやらせていただきます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 依頼があればということですけれども、今回場が基本的

にはなくなってしまうわけではないですか。そういうときに、閉じる代わり

にその効果を下げないためのやり方というのは、予約を待って、言われたか

ら開けますで本当にいいのですかという確認です。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 今回閉じるに当たって、展示とか勉強の部分は下がらないよ

うに、来年度について校長会でお話をさせていただいたのですけれども、事

業の一コマをいただいて、実際に裾野市で出土したものであるとか、そうい

ったものをもって事業をやらせていただくというふうな企画を校長会のほう

でお話をさせていただいて、そこでやってもいいよという学校の手挙げをい

ただいてやっていくような新しい企画を考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 予算をかけない範囲でということに限定されると思いま

すけれども、ぜひ出向くみたいな。なくなるわけですから、施設が。ぜひそ

ういう前向きな検討はお願いしたいと思います。 

  317ページですけれども、青少年補導センター費のところですが、課長のご

説明の中で回数を減らしみたいな発言があったと思いますけれども、具体的

にどのようなことを考えているのか、お願いします。 
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〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 今まで月に２回、通常の補導活動を行っていましたけれども、

令和４年度から月１回に変更いたします。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 補導事業は、ある意味、子供たちの健全育成のためと、

一方で治安というか、そういうことだと思うのだけれども、２回を１回にす

ることによって起きることというのは何かあるのですか。暫時休憩お願いし

ます。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時32分 休憩 

 

                       13時32分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 現在も裾野市はあまり補導によって注意しなければいけない

という事案が少ないのがここ数年の状況ではありますので、２回が１回にな

って大きな影響があるかと言われますと、そこまでないと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） では、これは影響が出るか出ないかを注視して１年間や

っていくという前提でいいのですね。 

〇委員（井出 悟） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 はい、そのとおりです。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。 

  314ページ、先ほどのユネスコの巡礼地の話ですけれども、これについては

ユネスコの勧告の中にあるということですけれども、これらの調査に対して

の……暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時33分 休憩 

 

                       13時33分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） このユネスコの巡礼地調査に関しては、今後どのような

ことが市の中で起きてくるか、もしあれば。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ４年間終わりましたところで調査報告書というのが１冊の本

にまとめられるような形になります。そちらは、出来上がった際には市民へ
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の公開等を考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 歳入のところになるのですが、暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時34分 休憩 

 

                       13時34分 休憩 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 運動公園等、県外の方が利用するような施設を幾つかお

持ちだと思うのですけれども、ほかの課だと思うのですが、例えばゴルフ場

をふるさと納税にして、ふるさと納税を集めるという手法を使っていると思

うのですけれども、体育施設とかというのはそういうものの検討の中に入っ

ていたのでしたっけ。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 体育施設は、現在は入っておりません。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 体育施設は、市民利用に対して200％ですよね。利用料を

取っているので、そういうところをしっかりふるさと納税等で原資を稼ぐと

いうこともこの財政の折には必要だと思うのですけれども、そういう検討は

一切されていないということですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 現在のところ、そういった検討はされていませんので、また

参考にさせていただきます。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 先ほどちょっと出ました巡礼路の関係ですけれども、説

明の中でありましたけれども、関係するところは静岡県と裾野と御殿場と富

士宮でしたか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 静岡県、裾野市、御殿場市です。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 静岡県だとすると、一番中心になるのは富士宮だと思い

ますけれども、富士宮が外れているというのは、また向こうは単独でやると

いうことなのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 富士宮口は、また別で調査が入っております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 
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〇委員（土屋秀明） 巡礼路そのものの調査ということですけれども、ほぼ今

分かっているのはどういうルートだとか、その辺まで分かっているのですか。

それそのものを調べるということですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 古い巡礼路、演習場の中を通っている巡礼路があるというふ

うに聞いています。そちらのほうも県のほうでは調査をしたいというふうに

聞いております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 古い地図だと、三島から今の裾野市内を通りながら、富

岡とかずっと登っていく古い地図があるのですけれども、その辺も調査の対

象になるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 三島からのルートについての調査が対象になっているかどう

かは、こちらではそこまで把握をしていません。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 分かりました。 

  あと、世界遺産の関係で毎回というか、いつも同じことを言うのですけれ

ども、この負補交の中に世界遺産とか富士山という呼称がついている負担金

だとか補助金が幾つかあります。その中で、委託料で須山浅間神社に対して

の２万円の清掃の委託がありますけれども、これ以外に水道料の助成という

ようなことで２万円、合わせて４万円が出ているというふうに理解している

のですけれども、ここで一番言いたいのは、金額がそこそこの金額で、４つ、

５つのものがトータルするとあるのに、どうして一番の世界遺産の構成資産、

そこそのものに対しての助成がもう少し手厚くできないのでしょうかという

ことです。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時39分 休憩 

 

                       13時40分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 現状では、今の委託料の金額でお願いをしたいというところ

でございます。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時41分 休憩 

 

                       13時41分 再開 
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〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらから国にお願いしている部分というのは特にございま

せん。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 世界遺産がある地元として、ならば県を通して国のほう

に…… 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時41分 休憩 

 

                       13時44分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 327ページ、体育施設管理費になると思うのですけれども、

陸上競技場はここに入っていると思っていいのですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 はい、そうです。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 令和３年度実施計画事業等の見直しについて、資料ナン

バー１というＡ３の紙には、陸上競技場はトラック１レーン補修が令和６年

度予定、その他は先送りというふうになっているのですけれども、昨年度さ

んざん苦労して日本陸連の公認の延長を特例で勘弁してもらったようなこと

でやったのですよね。大変ご苦労だったと思います。余裕ができたら、やっ

ぱりステップを踏んで改修、その公認に合うようなことを少しずつでもやっ

ていかなければいけないと思うのですけれども、それが何で今年度何もない

のですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時45分 休憩 

 

                       13時46分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 トラックの改修に関しましては、行革推進本部での先送りと

いう決定になっておりますので、当初は本年度やりたいところではございま

したが、そういった決定になっておりますので、令和６年度というところに

なっています。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） もしそういう計画があるのなら、令和６年にやって、７

年に何やって、８年にやってと、令和３年度までで公認申請しなければいけ
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なかったのだから、もう次の申請時期が来てしまうのです。それまで何をや

るのだということになるわけです、予算としては。だから、それではあの施

設を管理する担当部署として何をしますというのがない状態ですよね。それ

はちょっとまずいと思うのですけれども、どうですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時47分 休憩 

 

                       13時47分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 陸上競技場の３種公認につきましては、５年間猶予をいただいて

いるということがございます。そういった中で、今年度の行革の中では、陸

上競技場の１レーンの補修については令和６年度に実施しようという計画を

立てたところでございます。そのほかに３種公認を取得するための工事とい

うものについては、また今後検討していくことになっております。 

  以上です。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 今後という、そこが問題で、今の話は当面何もやりませ

んということではないですか。今必要な工事は、投てき用の防護サークルな

のです。防護ネット、約900万円と聞いています、スポーツ業者さんからは。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時48分 休憩 

 

                       13時49分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 公認に合致する競技場に計画的にしていく必要があると

思うのですけれども、それはどうやってやっていきますか。 

〇委員長（浅田基行） 教育部長。 

〇教育部長 検討することは必要だと考えておりますけれども、運動公園全体

を見ますと、陸上競技場もそうですけれども、野球場、こちらのほうも改修

が必要というふうに考えております。そういった施設の維持管理につきまし

ては、全庁を挙げたＦＭ的な視点から検討が必要というふうに考えておりま

す。今後そういったところで検討してまいります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 運動公園も野球場も陸上競技場も第二東名から非常によ

く見えるのです。あそこにネーミングライツ、何とかスタジアムということ

で出資、ある程度お金を払って看板を出すというようなことをやりませんか
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という話を前からしているのだけれども、そういう動きは今ありませんか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ネーミングライツ、あと広告看板等々は、他市のところを調

査している状況です。まだ調査研究の段階です。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） お金を集める方法、これはもう何年も言っているから、

今調査というのはやっていないということだから、やってほしいのですが、

どうですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 検討します。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） お金を集める方法は、いろいろあるではないですか。ふ

るさと納税もそうだし、クラウドファンディングもそうだし、例えば裾野市

の出身者で、陸上競技場をここに取りたいから寄附してねと言ったら、出す

人もいると思うのです、僕らは出せないけれども。そういういろんな手を使

ったらどうかと思うのだけれども、返事できますか。検討しますと言って。

前向きに検討しますと言って。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 そちらについては調査研究します。ぜひそういう方がいらっ

しゃったらご紹介いただければ。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時52分 休憩 

 

                       13時53分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 確認させていただきます。柏木屋敷跡なのですけれども、

どういうことで利用されていますでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 現在は、地区グラウンドというか、地域の皆さんが活用する

グランドとしてやっております。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時53分 休憩 

 

                       13時54分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。佐野委員。 

〇委員（佐野利安） グラウンドゴルフも確かにいいと思うのですけれども、
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借地料が145万円かかっているのです。グラウンドゴルフなら、ほかの場所も

使えるのではないかなと。それで借地を解消していくというのは考えていな

いのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらは、ＦＭのほうでもそういった借地の解消というのは

課題に挙がっておりまして、こちらについても検討ということを中でしてい

るところでございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 今の佐野委員のところ、関連ですけれども、たしか借地

の解消は、借地の取組に関しては担当課が主体となってやるという話だった

と思うのですけれども、御課は借地がかなり多いと思うのだけれども、その

部分、今年重点的に取り組むようなこととかは何かどの辺とかありますか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 更新年度がございますので、その時期にもよるのですけれど

も、グラウンドであったりとか、あとは文化センターの借地とか、大きいと

ころがいろいろありますけれども、それらに対して少し意向調査はしたいと

思っております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。特に文化センターなんか、建物は建って

いるけれども、使えないみたいな施設もあるので、ぜひちょっと考えてもら

いたいなと思います。 

  309ページですけれども、職員給与費のところで、先ほど冒頭説明の中に、

職員の減の話かな、993万9,000円と言っていたような気がしたのだけれども、

これ何が一番減っているのですか。 

〇委員長（浅田基行） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらは、人事課の把握する部分になりますので、私どもの

ほうでは分かりません。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       13時56分 休憩 

 

                       13時57分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 生涯学習課で会計年度任用職員が２名、富士山資料館で会計

年度任用職員が同じく２名の、計４名の減は承知しております。 

〇委員長（浅田基行） ほかによろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 



103 

 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 文化センターの修復の手順、選択、それとあと直接私が

よく知っているというところで、運動公園の施設の公認に関する部分につい

ては、もう少し改善の余地があると思いますので、そこは改善を求めたいと

思います。 

〇委員長（浅田基行） 改善を求めるという意見で、ほかよろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案の関係部分に関する意見を終わりま

す。以上で生涯学習課の質疑を終わります。暫時休憩いたします。 

                       13時59分 休憩 

 

                       13時59分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

  休憩します。 

                       13時59分 休憩 

 

                       14時03分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。 
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教育総務課 

〇委員長（浅田基行） 説明が終わりました。質疑に入ります。井出委員。 

〇委員（井出 悟） ＧＩＧＡスクールの関係ですけれども、今年度の予算の

中で、学校教育課になりますけれども、ＩＣＴの関係が減額になっています

けれども、このＧＩＧＡスクールの運営に対して何か影響とかが出るところ

はありますか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時18分 休憩 

 

                       14時18分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育部長。 

〇教育部長 影響はございません。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。よかったです。 

  ＧＩＧＡスクールの関係ですけれども、昨年端末を整備していただいて、

いろいろ活用していただいているようですけれども、令和４年度に向けて何

かさらにステップアップをするような点、もしくは改善が必要な点とか、も

し予算の中で説明できるようなことがあれば教えてください。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 実際の運用というものは学校で行っていきますけれども、教

育総務課として即応支援というところで、令和３年度については家庭への持

ち帰りというものを練習し始めて、今実施が始まっているところですが、令

和４年以降については毎日持って帰れるような形を取れるようにというとこ

ろで、その機器への保険の関係、そういった部分をバックアップできるよう

にしていければというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。ＧＩＧＡスクールの運用事業の中で、例

えばいろいろ試行する中で、今年例えば全体で展開しなければいけないなと

か、そういうものは利用したほうがいいなみたいな好事例とかはありますか。

暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時20分 休憩 

 

                       14時21分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 好事例に関しましては、各学校でまとめ、今後市内に展開し
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ていけるようにということで、準備をいただいているというふうに伺ってお

ります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。 

  ちょっと別のところ行きます。165ページ、富二の放課後児童室の関係です。

暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時21分 休憩 

 

                       14時22分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 富二小の放課後児童室ですけれども、来年度利用される

方の人数とか規模とかというのはどのような形になっていらっしゃいます

か。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 現在の富二小学校、来年度の利用者の希望というのは、今現

在ですと10名ということで把握しております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。10名という規模のものを使うときに、こ

の富二幼稚園の跡地を使うという前提以外に何か検討されたようなことって

なかったのですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時23分 休憩 

 

                       14時25分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 まず、富二幼稚園の閉園の実行委員会から、跡地利用として

富二小学校の放課後児童室にどうかというような意見がありました。そちら

を検討した結果、今ある呼子の集会所に行くよりも距離的に近い、同じ敷地

内にあるということで、安全面、それからグラウンドが一体になっていると

いうところで、子供たちの遊び場も確保できるという優位性から、教育委員

会としては呼子の集会所よりも富二幼稚園の跡地を利用したいということ

で、今回の予算づけとなっております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 実行委員会の意向というか、意見があったということで

すけれども、ファシリティー全体を考えたときに、例えばこの富二小の放課
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後児童室10名に対してどのような場所でサービスを提供するかというのは…

…暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時26分 休憩 

 

                       14時26分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 先ほど実行委員会の意見があったということですけれど

も、それを受けてもなおファシリティー全体を考えて、市の最適な公共施設

の配置を考えたときに、この富二幼稚園の跡地には放課後児童室を持ってこ

ようと思った決定的な理由って何ですか、決め手は。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時27分 休憩 

 

                       14時28分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 一番の要因は、今までの呼子集会所まで450メートルというよ

うな移動距離がなくなるという安全性の問題が一番大きな要因、それから富

二小学校のグラウンドが一緒に併設しているということで、子供たちの遊び

場が確保できるというような優位性を考えて、富二幼稚園の跡地を利用しよ

うというような判断となりました。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 安全性と言われると、確かにと聞こえがちですけれども、

では今まで何で放っておいたのというのも一方で出てくるので、非常にちょ

っと分かりづらい理由ではありました。ただ、今回こういうものを整備する

に当たって、放課後児童室で活用する際には、Ａ日課のときとかには例えば

14時とかから、もしかしたらそういうふうになると思いますけれども、半日

使わないではないですか。そういう部分で、ファシリティーの利用について

何かご検討されていることはありますか、有効に使うとか。暫時休憩お願い

します。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時29分 休憩 

 

                       14時30分 再開 



107 

 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 放課後児童室の利用ですと、14時とか15時とか、夏休み

であれば朝からですけれども、そういうふうになるのですけれども、よりこ

の施設を使うに当たって何か工夫とかが必要ではないかなというふうに思う

のですけれども、そういうような検討というのはないですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時30分 休憩 

 

                       14時31分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 富二幼稚園の園舎ですけれども、中に補助金をいただいて建

てている部分がございます。そういった部分を考えますと、学校施設という

中の判断で放課後児童室を進めていくのがいいのではないかということで、

判断の一つとなっております。 

〇委員（井出 悟） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。 

  では、最後です。今回のこの富二小放課後児童室の整備に当たって、今御

課で同様に進めている学校規模の最適化等の動きとの連動というのは見据え

た上での今回のこのような事業構築というふうな認識でいいですか。確認で

す。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 学校教育施設の再編というものも当課で進めております。そ

ういったものも見据えまして、地域との融合、それから将来的なこういった

学校施設等の跡地利用を考えまして、そういった総合的な判断の中から、今

回富二幼稚園を放課後児童室ということで跡地利用させていただこうという

ふうに結論を出しました。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 63ページの財産区繰入金、これは小学校、中学校と検討

してこの金額が決まっているという解釈でいいのですね。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 深良の財産区と、あと学校からの要望をすり合わせた後に、

こちらの金額、こちらの物品というふうに話を伺っております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 財産区繰入金がなくても、必要なものは学校管理運営費
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で出ると思うのですが、そこの取扱いはどうなっているのですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 小林委員の言われたとおり、こちらの繰入金がなくてもそろ

えていかなければならないものはそろえていくというところでございます

が、そういった中で学校が順番を待っていてなかなかそろえられないもの

等々というところでこちらのお願いをしているというふうに伺っておりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） ほかの小学校では、順番を待っていてなかなかそろえら

れないものがいっぱいあると、そういうことですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 毎年予算の範囲内でこういった整備を行っておりますので、

順番を待っているところというのは当然あるというふうに認識しておりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 77ページ、太陽光発電設備設置料があります。この金額

は、どういうふうに算出されているのですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時35分 休憩 

 

                       14時35分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらの太陽光の設置料については、西中学校の体育館の屋

根貸しということで、屋根を貸している部分についての設置料になっており

ます。金額に関しては、当初の契約の中で決まってきたものというふうに考

えております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 借りているのは誰ですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時36分 休憩 

 

                       14時36分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 民間の企業が借りております。 
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〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、その民間企業から西中学校に何がしかのサ

ポートがあるというようなことではなくて、もう残り４万円のほかは全部発

電で電力料が入るとすれば、あとは全部その民間企業の収入になっていると、

そういう感じですか。 

〇委員（井出 悟） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） その下に給食納付金の滞納繰越分があります。これ滞納

している人ってどれぐらいいるのですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 昨年分に関しては、全て納付があったというふうに伺ってお

ります。ただ、その前の分を含めますと、数名滞納者がいるということで、

こちらの節を設けてございます。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 299ページの最上段、工事請負費のところですけれども、

富中のひさしの爆裂の補修工事、これまで補正等でも対応を図ってきたので

すけれども、これ当初予算の富中で、他の校舎については爆裂に対応するこ

とはおありということになるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時38分 休憩 

 

                       14時39分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 緊急的に工事を行いたいというところは、この富岡中学校で

完了するというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そうすると、当面の間、子供たちに危険を及ぼすような

ところについては、これで対応はひとまず終わるということでいいのでしょ

うか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 大きな工事としてというものについては、ひとまず終わると

考えておりますが、中には小さなところでひび割れ等も見受けられますので、

そういったところは順次対応していきたいというふうに考えております。 
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〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 同様の状況が数校にわたったのですけれども、これから

の校舎の建築だとかというような中で、少しこれを教訓にして、この辺は設

計上ちょっと変えようというようなところというのはあるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。暫時休憩をお願いしたいと思います。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時40分 休憩 

 

                       14時41分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 これから新しいものを造るというときには、いろいろ検討、

研究させていただく方向で考えていきたいと思います。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 先ほどのＧＩＧＡスクールの関係で、多分タブレットだ

と思いますけれども、持ち帰りというようなことを新年度の中では考えてい

くということだったのですけれども、３年度コロナの感染でいわゆるテレワ

ークのような授業をしたケースが幾つかあったと思うのですけれども、実際

にそういうことで子供たちが機器を持ち帰って、自宅等で要するに学校との

間で勉強というか、そういうものを使ってやったケースというのは、小中学

校で何回ぐらいあったのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時42分 休憩 

 

                       14時43分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 そういったケースはなかったというふうに伺っております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 今日の冒頭、教育長から教育方針のようなものが幾つか

話された中で、裾野の学校はコロナ対策がほかのところに比べるとかなり十

分だとしていて、比較的その感染による学校への影響が少なかったと言われ

ていたのを今思い出しました。終わります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時44分 休憩 

 

                       14時44分 再開 
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〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） ＧＩＧＡスクールですけれども、小中合わせて7,843万

2,000円という事業費があるのですが、この金額は前年度から予想して増えた

り減ったり、思ったよりかかったとか、そういうことはありませんか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時45分 休憩 

 

                       14時45分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 ＧＩＧＡの回線使用料等ですけれども、予定をしていた程度

の金額に抑えられたというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） この内訳って大まかに分かりますか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時46分 休憩 

 

                       14時47分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらの回線使用料の中には、50ギガというものを上限にし

た通信料、それから保守契約、端末のセキュリティー、それから教材等のラ

イセンス料も含まれております。以上でございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） さっき350円という額が出たのですが、それはどういう単

位ですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 月々でございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） ＧＩＧＡスクールで七、八千万円かかるのですけれども、

これがあることで節約できたお金みたいなのはあるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらのほうは、国の政策で子供たちにＩＣＴを進めていく

という中で、コロナ禍もあって先行で進めた事業であります。これが入った

から何かが減ったということはあまり考えづらいところでありますが、子供

たちの教育というものが一歩進んだのかなというふうに考えております。 
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〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 287ページ、前のページからの12節委託料の一番下から３

行目、特殊建築物法定調査委託、これを簡単に説明してください。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらの特殊建築物法定調査委託という749万6,000円です

が、こちらは２つに分かれております。まず、２年に１度行います特殊建築

物の法定調査委託というもので、こちらのほうは建築基準法の適用が守られ

ているかどうかというような建物の危険性について確認するというものでご

ざいます。もう一つ、こちらのほうが、同じく特殊建築物の法定調査なので

すが、10年に１度行います外壁の打設の調査というものがあって、２本立て

ということになっております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） その場合の特殊というのは、どういう意味ですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時50分 休憩 

 

                       14時50分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらの特殊というのは、使用の用途、それから面積によっ

て決まってくるものでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 建築基準法で建物の規格があるのは当然なのですけれど

も、２年ごとにそれをチェックしなければいけないほど損耗が激しいとか、

そういう状況を想定しているのですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時50分 休憩 

 

                       14時51分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらは、面積の大きな用途の建物というところが基準にな

っておりますので、違った用途で使用されていないかですとか危険にさらさ

れていないかということを確認するものでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 例を挙げれば、校舎なんかはそうなるのですか。 
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〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） その下にある13節使用料、小学校用地借地料があります。

これ昔からあるのだと思うのだけれども、どこでしたっけ。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 東小学校と富岡第一小学校になります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 297ページの一番下に中学校用地借地料があります。これ

もどこでしたっけ。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらのほうは、西中学校の第２グラウンドになります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） ＧＩＧＡスクールの端末が整備されたことによって、従

来からあったパソコン室と言われるもの、あの辺りは令和４年度どのような

ことになっていくのですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時53分 休憩 

 

                       14時54分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 パソコン室に関しては、パソコン部等の活動があるところも

ありますので、学校と相談をしながら、残すところ、それからこれから普通

教室等に変更していくというようなことを学校と協議をしていきたいという

ふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） この令和４年度の予算の中で、そのパソコン室と呼ばれ

るところのパソコン等のリースとか、物件で上がっているものはあるのでし

たっけ、例えばリース料だとかという形で。もしあれば、どこか詳細を教え

てください。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時55分 休憩 
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                       14時55分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 パソコン室のパソコンのリースに関しましては、まだリース

期間が残っている学校がございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） これらの……重複と言ってはおかしいですね。新しいＧ

ＩＧＡスクールのタブレットが整備されたことによって役目を終えてきてい

るものもあると思うのだけれども、将来ここについては、どういう形にする

かというのはある程度方針が決まっていますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時56分 休憩 

 

                       14時57分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 今後のパソコン室、それからプリンター等の在り方について

は、学校と調整する必要はございますけれども、なるべくＧＩＧＡと重複し

ないような形にしていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっと予算書のどこにあるか不明なのですけれども、

学校再編の計画ですけれども、コロナによって次から次へと後ろへ遅れてき

ているのですけれども、以前は９月ぐらいを計画策定の月にしておりました

けれども、今はずれてきまして、今の予定ではほぼ年内ぐらいは見込めるの

でしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 今、土屋委員の言われたとおり、コロナの関係で地元ですと

か保護者への説明会が今止まっている状態です。この後、４月、５月、どう

いった状態になるか、先が読み切れないところはあるのですが、学校行事に

合わせて、なるべく保護者の方が出席しやすいような日程に合わせて説明を

していきたいと考えておりますので、そういったちょうど学校との日程調整

がうまくいくかというような調整は必要になりますが、できれば、個人的に

はなってしまいますが、令和４年度の年度内には何とかつくり上げたいとい

うふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっと予算以外で何か悪いのかもしれないですけれど

も、向田小と東小については、要するに統合に向けて具体の動き出しをして、
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これはいつをめどにして一本化ということなのでしたか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       14時59分 休憩 

 

                       15時00分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 東小と向田小に関しても、まだ具体的にいつ頃というところ

までは話が決まっておりません。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時00分 休憩 

 

                       15時01分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） 39ページの歳入で、下から４つ目、小学校教育振興費で

就学奨励事業の補助金があります。これに対応する事業はどこにありますか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時02分 休憩 

 

                       15時02分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 292ページを見ていただきたいと思います。292ページ下段の

教育振興費、１枚めくっていただいて、この中の295ページ上段、区分でいき

ますと19節の扶助費、こちらの就学奨励費というところでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） この援助費1,200万円ではなくて、下のほうですか。就学

奨励費300万円のほうですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 奨励費のほうで、300万円のほうでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 内容はどんなことですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時03分 休憩 
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                       15時05分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 特別支援学級、それから通級児童に対しての学用品、通学用

品等の準備や、修学旅行や校外活動費等の援助ということになります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 特別支援学級の子供たちが対象ということでいいのです

ね。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 奨励費に関しては、そのとおりでございます。その上の就学

援助費に関しては、通常教室等に通っております要保護、準要保護の家庭の

児童ということになります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時05分 休憩 

 

                       15時06分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 先ほど委員からも質疑がありました学校再編の説明会の

件ですけれども、今後の考え方は分かりました。令和４年度やるに当たって、

令和３年度の内容に対して何か改善が図られる点だとか、工夫する点だとか、

もしあればお聞かせください。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時07分 休憩 

 

                       15時08分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 学校等への説明会に関しては、このコロナ禍の様子を見なが

ら行っていこうと考えております。また、地域に対する説明会では、地域の

子育てを始めたばかりの方から高齢者の方までいらっしゃるので、間に入っ

ていただくような司会をしていただきたいというような方を間に入れて進め

ていければなというふうなことを今考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 
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                       15時09分 休憩 

 

                       15時09分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 声の集め方とか、意見の聞き方、例えば子供たちが中心

になったときにどうなるのだとか、子供たちはどう考えているのだというよ

うな意見も説明会の中では出ていたと思うのです、親御さんから。そういう

部分について何か改善を図られたことはありますか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。暫時休憩をお願いしたいと思います。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時10分 休憩 

 

                       15時11分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 他市と状況が違うところはございますけれども、計画をつく

る前なのか、計画ができた後なのかというところはありますが、子供たちの

学校間の交流というところは進められたらいいなというふうに考えておりま

す。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 他の課で新生児の母子手帳の発行部数が出ていましたけ

れども、予算上400しかないのです。ということは400人以下なのですよね、

ゼロ歳児。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時12分 休憩 

 

                       15時12分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 以前の教育のあり方検討委員会の分析した情報よりかな

り少子化が進んでいる状況でのスタートとなるのですが、その部分について

令和４年度の説明会の中で考慮するべきようなことはありますか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時12分 休憩 

 

                       15時13分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 
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〇教育総務課長 本年度の説明会の中でも、前年度の出生数等を引用させてい

ただいて説明はしておりますが、来年度に向けて目新しい説明方法等がある

かと言われると、今のところそういったアイデアは持ち合わせておりません。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 305ページの扶助費です。先ほど小林委員が聞かれました

けれども、中学校の要保護及び準要保護児童への援助、入学準備金等またい

ろんなことであると思いますけれども、この基準ってどういうふうになって

いるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 就学援助の基準の要綱がございますので、そちらに合わせて

判断をさせていただいているところでございます。 

〇委員長（浅田基行） よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。以上で教育総務課の質疑を終わります。休憩します。 

                       15時15分 休憩 

 

                       15時19分 再開 

 

答弁訂正（教育総務課） 

〇委員長（浅田基行） 再開します。 

  教育総務課長より答弁訂正の申入れがありましたので、これを許します。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 先ほどの質疑の中で、太陽光の屋根貸しの関係で屋根を貸し

ているのは西中の体育館とお話しさせていただいたのですが、西小学校の体

育館ということで訂正をお願いいたします。すみません。 
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学校給食センター 

〇委員長（浅田基行） 説明が終わりました。質疑に入ります。佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 303ページの使用料及び賃借料、給食センター借地551万

7,000円とありますけれども、この契約って何年まであるのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらは、平成４年に契約を30年間で結びまして、本年度、

令和４年の９月30日までというのが契約期間となっております。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） この終わった後、また契約するのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 この後、改めて土地の賃貸者契約を結ぶということで、地主

の方にもご了解をいただいているところでございます。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） どういうような契約を結ぶのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 現在土地の契約を30年ということで結んでおります。今後の

契約に関しても、土地の上にもう強固な建物ができておりますので、基本的

には借地借家法の関係で30年間の契約というところですが、契約の内容の中

に途中解約ができる旨の条項を入れて契約を結ばせていただく予定でござい

ます。 

〇委員長（浅田基行） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 分かりました。工事請負費、この説明欄にちょっと金額

が入っていないのですけれども、これは入札だからなのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらは、財政課のほうで作成をいただいておりますが、説

明の明細欄に金額がないのは、そのような配慮があるというふうに考えてお

ります。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 令和３年度には何回か突発の修繕等が発生していると思

うのですけれども、令和４年度、その施設の補修とか、そういう持続的に使

うための点検などの予算はどういう形になっているのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 設備の点検に関しては、法定、それから必要なものに関して

は点検を予定しております。突発的な工事等を防ぐための点検というところ

は、新たなものというのはございません。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 
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〇委員（井出 悟） 以前プラスチック系の部品が劣化でもうぼろぼろになっ

ていて混入が危ぶまれるみたいなのもあったではないですか。ああいうもの

は、もう洗い出しが終わって改善ができているということですか、令和３年

度中で。それとも、令和４年度中に改善が残されているものがあるというこ

とですか。どちらですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 結果からするとまだ可能性はあるというふうに考えておりま

すが、そういった中でももう使用が難しいだろうと思われるものに関しては、

買換えですとか修繕に予定を入れさせていただいて、作業を進めていくとい

うことで考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 先ほど委員からも質疑がありました給食センターの借地

の話、将来的には在り方の話にもつながってくると思うのですけれども、令

和４年度、様々な学校再編等の取組も一緒に考えなければいけないという大

変な状況だとは思うのだけれども、給食センターの在り方とかって考える中

に一緒に入っているのですか。それとも、それは学校が終わってから次に考

えるべきことなのか、どういう形で捉えているのかお聞かせください。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 現在のところ学校再編を考えている最中でございます。そち

らの計画ができた後に、学校に付随する給食室等もございますので、学校再

編の策定後、給食センター及び給食室についても計画を考えていく予定でご

ざいます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 施設の老朽化が進んでいて、改善しながらも待ったなし

だと思うのですけれども、そういう部分と学校再編の策定とを並行して進め

ていかなくて時間的には大丈夫なのですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時29分 休憩 

 

                       15時30分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 先ほど委員からありましたように、学校再編の計画ができた

からといって学校再編自体がすぐにできるわけではございませんが、そちら

の基の計画がないことには、給食センター、どこに手を入れたらいいのか、

どこの給食室を統合したらいいのかという議論もございますので、そういっ

た意味から学校施設の再編計画ができた後に給食センターと給食室について



121 

 

も計画を策定していきたいというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 分かりました。 

  別件です。学校給食の運営協議会があるかと思うのですけれども、暫時休

憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時30分 休憩 

 

                       15時31分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。井出委員。 

〇委員（井出 悟） 学校給食センターの取組、例えば安全だとか食育の取組

というのがあまり知られているような状況になっていないというのが昨年の

状況だったと思うのです。コロナがあったからしようがないというのもある

かと思うのですが、そういう部分は裾野市の食育の取組として強みになり得

ると思うのですけれども、そういうものってもっと展開されたほうがいいか

と思っているのですけれども、来年度何か考えはありますか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 特に今現在新たな売出し方法、見せ方というのはございませ

んが、コロナが収まってきた段階でそういったものを取り入れられるように

検討していきたいと思います。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） まずは何かそういう取組があって、学校の子供たちの食

育の中でやっているようなことを少しでもいいから、どんどん発信されるこ

とがこういう学校給食センターの興味につながっていくと思うので、検討さ

れたほうがいいかなと思いました。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 303ページの調理委託のところです。児童生徒数が変化し

て、だんだん少なくなってきているのですけれども、ここの調理委託は、要

するに喫食数の変動によって委託料が変化するような、そういう契約になっ

ていたのでしたか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時32分 休憩 

 

                       15時33分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 生徒児童の数によって変更するような契約にはなっておりま
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せん。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） この契約は、複数年契約ですよね。今言っているのは、

契約の当初に比べると、契約の最終年度のときはかなり数が変わるのかなと。

そういうことになってくると、そこで調理をする人の数は減らないかもしれ

ませんけれども、作るそのものが変化していくならば、当然委託料のほうに

影響があってもいいのかなというところで申しました。結果は分かりました

から、それはいいです。 

  もう一つですけれども、今の調理の委託業者はたしかフジ産業でしたよね。

どこの業者さんだって、いろんなことがきっとある。委託先に言うことがき

っといろいろあると思うのですけれども、今の段階で特にフジ産業に対して

教育委員会のほうからこういうようなことを注意しろだとか、あるいはむし

ろ評価をしているのだというような、何かそういうことってあるのでしょう

か。信頼できているのかなというところです。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 まずは、給食業務の中で安定して給食を供給できること、途

中で欠けたりすることがないというのが一番になりますので、そういった意

味では、欠けることなく給食を提供いただいているというところは感謝を申

し上げるところになろうかと思います。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 292ページの自校式の学校給食、この喫食する児童の数は

何人を想定しているのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 令和４年度としましては、2,678人、こちらの数を想定してお

ります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 300ページの給食センター、こちらの生徒数は何人を予定

しているのでしょうか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時35分 休憩 

 

                       15時36分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 1,941名を予定しております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、賄材料費以外のお金、この運営費に係るお
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金を人数で割ると、自校方式は１万100円、センターは61万7,000円なのです。

つまり自校式のほうがここの金額だけ見ると圧倒的に安いのです。何でセン

ターでやるの。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 まず、給食センターのほうには調理の委託料5,300万円という

金額が入っているかと思います。自校式のところには、このセンターでいう

委託料というのが人件費になろうかと思いますが、そちらの部分が小学校費

の中には入っていないというところが一番の原因だと思います。 

〇委員（小林 俊） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、調理委託に相当するものは自校式のほうは

どこでカウントしているのですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時38分 休憩 

 

                       15時39分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 284ページを御覧いただきたいと思います。小学校費の学校管

理費の職員給与費というところがあるかと思います。こちらのページを移っ

て285ページ、一番右側を見ていただきたいと思うのですが、こちらの人件費

の中の会計年度任用職員、55とありますが、このうち給食員関係が33名、そ

れから栄養士が３名入ったものが小学校の自校式での人件費となります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） そうすると、その36名の人に払われている給料、報酬、

その他は幾らぐらいになるのですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらの会計年度任用職員55名のうち、学校事務ですとか学

校の用務員等もこの55名に入っておりますので、教育総務課のほうではこち

らの個々の内訳まで把握しておりませんので、数字としては今は分からない

というところでございます。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） それを入れても、どうもその桁が違って、自校式のほう

が安くなりそうなのですけれども、そんなことないですか、認識としては。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時41分 休憩 

 

                       15時42分 再開 



124 

 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらの職員給与費を割り返して計算すると8,517万6,000円

ということになります。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時42分 休憩 

 

                       15時42分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。小林委員。 

〇委員（小林 俊） それで自校式よりセンターのほうが安いですか。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時42分 休憩 

 

                       15時44分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 先ほどセンターと、それから各学校での喫食数の人数、

その人数でそれぞれの賄材料費を割り返すと、１人当たりの単価が、センタ

ーのほうが６万2,800円ほど、各学校のほうが５万3,900円ということで、年

間で約9,000円違うのですけれども、これって中学生のほうが食事を多く取る

からということで、給食費を高くしてあるのでしたか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） １点だけ、今の賄材料費のところですが、昨今の食材と

か様々なものの値上がりに対して、令和４年度の影響とか、今後考えなけれ

ばいけないようなこととかありますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時45分 休憩 

 

                       15時46分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 確かに現在のような国際的に不安定な状態になったときにい

ろんな単価というものは変わってくるかと思います。その中でも、栄養士さ

んのほうがいろいろ工夫をして、仕入れ先等を吟味しながら今給食の献立を

作っていただいている状態でございます。その中でもどうしても足りないと

いうことであれば、今後給食費の見直しというところの可能性はございます。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 



125 

 

〇委員（井出 悟） そういうことを考えなければいけない判断基準だとか、

ＫＰＩだとか、何かありますか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時46分 休憩 

 

                       15時47分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 いただいている給食費がイコール賄材料費となっております

ので、こちらの賄材料費の中で食材をカバーし切れなくなりそうなときには

給食費の増額を考えていかなければいけないときなのかなというふうに思っ

ております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 303ページ、給食センター借地料551万7,000円、今度また

新たに契約をするということなのですが、同じ額でいくのですか。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 基本的には同額でお願いしようと考えております。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 土地の評価額は、30年前より多分今のほうが下がってい

ると思うのです、すごく。半分とか。そこのところは入れてもいいのではな

いですか。確認してね。 

〇委員長（浅田基行） 質疑ですか。 

〇委員（小林 俊） だから、安く契約をするようにちょっと調べて、土地代

がこんなに下がっていますから、土地の評価額でやったらどうかなと。 

〇委員長（浅田基行） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 すみません。暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時49分 休憩 

 

                       15時49分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開します。教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちらの金額は、土地の評価額だけではなくて固定資産税額

等も勘案しながら決めてまいっておりますので、地主の方とも相談しながら

決めていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（浅田基行） よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終
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わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（浅田基行） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で学校給食センターの質疑を終わります。 

  以上で教育部関係の議案の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       15時50分 休憩 

 

                       15時51分 再開 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。 

  以上で予算決算委員会厚生文教分科会に割り振られました議案の質疑を終

了いたします。 

  休憩いたします。 

〇委員長（浅田基行） 暫時休憩します。 

                       15時51分 休憩 

 

                       15時57分 再開 
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自由討議 

〇委員長（浅田基行） 再開いたします。 

  委員の皆様に申し上げます。発言は、１人ずつマイクを使用し、委員長の

指名により発言しくださいますようお願いいたします。 

  佐野さんから下に下りていきます。 

〇委員（佐野利安） 今回の予算審査で感じたことは、まず質疑に対して答弁

がちょっとかみ合わなかったことが多かったなということと、あとうちの委

員会もまだ時間かかるかなと思ったのですけれども、かなり早く終わったか

なと。それと今回、特に教育部なのですけれども、課長が答えるところ答え

ないで、部長が答弁するのが多かったなということを感じました。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） あまりまだ頭の中がこれというのがないのですが、先入

観があるのかもしれないのだけれども、首長が替わって、予算のところにも、

自分で編成した部分というか、それに影響を与えた部分というのはちょっと

僅かなような感じで、そういうふうに冒頭でも言っていましたが、特に今日

の教育部あたりは、市長もそうだけれども、教育長も、直前も直前、この定

例会の会期中に替わったというようなことで、教育方針はしっかりとしたも

のの発言をされていたのだけれども、それがどの程度予算の中に反映されて

いるかということについては、何かちょっと疑問符というのがある。行政の

姿勢の変更によってこうだとか今日もありましたけれども、不備な点につい

ては補正予算で対応するというようなところからしてみると、ちょっとちぐ

はぐというか、答弁する側も非常になかなか苦労しての答弁だなというふう

に感じました。今日の部分です。 

  健康福祉部については、子供たちの関係ということで、いわゆる幼保の無

償化のようなことがある程度浸透してきた中で、ただしその幼保の施設のこ

ども園化、あるいは民営化というようなこと、もう数年も前からアドバルー

ンを上げているのですけれども、コロナ等の影響がもちろんあることも承知

していますけれども、なかなか遅々として進まないというところで、今回の

予算についてはそんなにすごく目立ったところはないのかなというふうに感

じました。 

  先ほど来から雑談の中でも出ていますけれども、教育長がこの会期中に替

わったということもありますけれども、どなたが教育長であろうがなかろう

が、市長が年間の予算、事業について考え方を提案してという、いわゆる施

政方針を唱えるように、教育長は同様に本会議場で年間のものについてこう

いうような考え方で教育指導をしていくのだという教育方針をしっかりとし

たもので、ペーパーというか、発言するほうも聞くほうも両者で共有できる
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ようなものにしながらやるような仕組みに、前々から声は出ているのだけれ

ども、なかなかそこへ行っていないものですから、今回については、当委員

会として皆さんのもし総意が得られるならば、そういうふうに持っていくよ

うにすべきではないかなというのが私の考え方です。終わります。 

〇委員長（浅田基行） 小林委員。 

〇委員（小林 俊） 今の教育長の施政方針については、私も土屋秀明委員と

全く同じ意見ですので、それは賛成をします。 

  それから、福祉部門では、昨日のことなので、もう大分忘れましたけれど

も、放課後児童教室については、やっぱりまだ費用を無駄にかけている。僕

は、小学校の教室を使ってやればいいというふうに思うのです。ですけれど

も、何かまだ別棟でやったり、プレハブを建てたりしてやっているのは、ま

だ本気に経費を下げるという気がないように見えます。それをしないでいい

と思っているように見えます。 

  それから、今日の教育部のところでは、いろいろあったのですけれども、

まず会計年度任用職員、講師と支援員、講師を減らして支援員を増やすとい

うことですけれども、それでいいのかというのが疑問で残ります。 

  それから、文化センターの改修につきましては、多目的ホール、大ホール

の改修の手順、それから計画のなさ等から、今のままでは、これではまずい

のではないかと。こんな予算に賛成するわけにはいかないなというふうな気

がします。 

  それから、もう一つ、生涯学習課になってしまうのですけれども、体育施

設のことで、陸上競技場の公認については、もう昨年度さんざん頑張れ、頑

張れと言って、やっと特例で公認延長を認めてもらったものを今度公認に合

うように直していかないといけないのです。その計画が全くないというので、

非常に不満です。つまり文化センターも競技場も、それから富士山資料館も

そうですけれども、その施設管理を、つまり裾野市民の財産である施設を管

理していくという意識が欠けているのではないかというふうに思えてなりま

せん。それは、知恵を使ってお金を取ってきてやらなければいけないことだ

というふうに思いますので、非常にこの予算ではまずいのではないかなとい

うか、足りないよというふうに私は思います。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 井出委員。 

〇委員（井出 悟） 幼児施設整備に関しては、今年度の取組をうまく活用し

ながら進んでいく感じが受け取れましたので、期待したい。特に小規模の部

分、こざくら保育園だとか期待したいなとは思います。 

  あと、健福の関係で言うと、ヘルシーパークに関しては、10月からという

話ですけれども、昨年度判断が相当遅れたことが要は結果１年半止めること
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になってしまうので、１年弱ということになるので、本当に残念だったなと

思いますが、できるだけ早くやってほしいなと思います。ただ一方で、今回

も２年半でしたっけ、指定管理期間をつけましたけれども、何か将来構想が

見えないのです。本当にあの施設をこのままどうしていくのだっけ、プール

を止めたままとか、そういう中途半端な状況で再開するということなのです

けれども、そもそも公でやる必要性だとか、そういうところに立ち返って、

あの施設をどうするべきかというものも含めて、いつかビジョンをちゃんと

聞かせてもらいたい。今はやむを得ないと思うのですけれども、そういうと

ころを感じました。 

  あと、運動公園、今小林さんからも出ましたし、文化センターもあります

けれども、確かに老朽化がいろいろ並行して進んでいて、あっちを立てれば

こっちが立たずということはあるやもしれないのだけれども、もう実質単年

度収支の不均衡が10年間……12年か。改善できていない。前の政治で決めか

ねているところが全部ここに来ていろいろ傷口となって現れているので、そ

ろそろ決断する時期なのではないかと僕は思います。例えば本当に文化セン

ターでいえば、多目的と大ホール合わせると、７億円まではいかないけれど

も、それぐらいの事業費になるということが分かったので、それどうするの

だっけとかということも含めて、いよいよ本気で考えなければいけない時期

に来ているというふうな予算だというふうに感じたので、今回富士山資料館

は止まります。富士山資料館に関しては止まります、代替の手段はこうしま

すと出てきているのだけれども、文化センターは出ていないです。取りあえ

ず止めます、できませんで終わっているので、そういう部分についてもしっ

かりビジョンを示していただければよかったなと思いますが、お金がないか

らできません、一緒に止めますみたいな、そういうことが非常に残念だった

なと思います。僕としては、本当に身の丈に合わないのだったら手放してい

ただいてもやむを得ないかなと正直には思いますけれども、それはまた皆さ

んの思想の違いなので、またあれなのですが、今回そういう形で今後決断を

していただかなければいけない予算だったかなと。様々な決断が必要な予算

だというふうには感じました。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 小田委員。 

〇委員（小田圭介） 討論に資するだけのものではなくて、単純なコメントに

なってしまいますけれども、結構建前と本音の部分が今回の予算に関しては

あって、市長が交代をしたということと、本人もいじり切れてはいないとい

う話があったので、この出てきた当初予算の数字だけ見て、かつ職員の説明

だけ受けて、どうこうという判断は本年度ではし切れないなという思いがあ

りました。ただ、特徴的だったのが、社会福祉課のときかな、組織改編の質
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疑に対して、総合福祉課になることの狙いみたいなことを質疑したときに、

後ろに来られていた課の職員２人が苦笑いをして、そんなの答えられないよ

みたいな顔をしたとき、これはちょっとよくないですよね。この審査に臨む

に当たって、新しい市長の考えとかを自分たちがつかんでここに臨んでこな

ければしようがない話ではないですか、市民が選んだ話だから。何か苦笑い

をして交わすみたいなのって、ちょっと課題が大きいなというふうに感じま

した。 

  教育委員会に関して言えば、独立した行政委員会ある教育委員会、教育長

をトップとしていますけれども、教育委員さんたちにもっと機能してほしい

なというのが本音です。月額３万円そこそこの報酬ですが、実行部隊ではな

いので、機能する合議体として、やっぱり一つ一つ真剣に考えてもらいたい

なというふうに思います。研修費用は一切ついていなくて、でもオンライン

の無料の研修なんて幾らでもあるので、あそこが機能するということが教育

行政全般に物すごく大きな影響を与えるので、本来言えば議員以上に勉強を

して教育行政を語れるようになってもらいたいなというふうに思います。委

員のどれだけがスポーツ行政について語れるかとか、コミュニティ・スクー

ルについて語れるかとか、地域の教育力について語れるかとか、ＧＩＧＡス

クールについて語れるかとか、傍聴をするたびに不勉強が過ぎるなと思って

いるので、あそこを機能させていくというのもすごく大切なのだなと本当に

予算審査を通じて感じました。以上です。 

〇委員長（浅田基行） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっと足りなかったところ、今日の中で、文化センタ

ーの質疑の中で言いましたけれども、多目的の工事での休み、それに合わせ

て大ホールが休み、その工事が終わった後から直にやるにしても、工事が終

わって利用できるまでの期間があまりにも年数が長くかかることを考える

と、私からすると、やはり先ほど言いましたように、市債を発行してでも一

時的に完了して、同時に工事を進めて、早く使えるようにというのが、それ

が財源云々のことよりも、市民側を見たときにはそう判断すべきではないか

なというのが１つ。 

  あとは、特に今日の中で、生涯学習のときの答弁の中に多く出てきたのが

行政改革推進本部の決めたことだと。これ以上言えなかったのでしょうけれ

ども、実態はそういうことで、職員側も非常にという、これ首長が替わった

からどうのこうのという話ではないけれども、そういうことで全体の予算が

きっとそういうようなことなのでしょう、委員会以外のことで。 

  最後のことは、総括質疑のときにも言いましたけれども、当市の市長選は

１月の末、４年ごとにその時期にやる話ですから、当然現職が今回のように
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替わるということもある話ですから、４年ごとに予算を編成するときには、

いわゆる骨格予算というか、中心の予算だけを組んでおいて、もし替わった

ならば替わった人、替わらなければもともとの市長の考え方を入れて年度を

スタートして、通常事業をできるように早急に補正予算等でして、首長の考

え方がしっかり明確に予算なり事業に現れるようにするのが市民にとって非

常に分かりやすい。次の選挙のときには、自分たちが推した人間がこういう

ふうに予算とか事業に反映してくれるのではないかなというふうに思えるよ

うな、そういう予算の仕組みを４年ごとにはしていくべきではないかなとい

うふうにつくづく思いました。終わります。 

〇委員長（浅田基行） ありがとうございます。 

  今皆さんが発言していただいたことを、全部はちょっと載せられないかも

しれませんけれども、ちょっと抜粋して、これが大事だなというのを私の中

で選ばせていただいて、委員長報告の中で伝えたいと思います。 

〇委員（井出 悟） 先ほど秀明さんが言われた教育長の教育施政方針の関係

ですが、やったほうがいいと思うのです。教育長が替わっているし、やるべ

きだと思うのですが。 

〇委員長（浅田基行） 先ほどというか、終わってから言ったのですけれども、

その議論は去年の予算が終わったときにも同じように言って、委員長報告に

も入れました。１年でかなり変わってしまったもので、あれなのですけれど

も、前の教育長のときはこうやってやるということで、当初予算のときは言

ったほうがいいのではないですかというのは話しました。ただ、今回も替わ

ってしまったものですから、新しい教育長にはちょっと私が伝えていなかっ

たものですから、また同じようなパターン、１年しかたっていないのですけ

れども…… 

〇委員（土屋秀明） 本会議でやったほうがいい。 

〇委員長（浅田基行） だから、本会議でやったほうがいいという話をしまし

た。ただ、教育長がまた替わって、伝わっていません。今回も伝わらずに、

会期中に替わってしまったものですから、伝わらずに、本会議ではやれてい

なくて、結局去年のときも風間さんだったのです、２月、３月は。今回も風

間さんということで、本会議ということは前の教育長には言ってあるという

状況が今回なってしまったので、伝わっていません。だから、今回風間さん

と教育部長には伝えますので、ただ教育部長も初めてというか、聞きますな

んていう話は、あれはちょっとおかしくて、委員長報告ではちゃんと言いま

したから、あれはあれでちょっとおかしいのですけれども、改めて本会議で

お披露目したほうがいいのではないですかとは言います、教育長のほうに。 

〇議会事務局長 委員長報告に入れるということですね。 
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〇委員長（浅田基行） 入れます。 

〇委員（土屋秀明） 委員長報告に入れてもらって、私は自分のほうからこう

いう意見も出ているからということで、議長から正式に最終的に申し込むよ

うにして、その前提として委員長報告の中に入れてもらったほうがいいので

はないですか。 

〇委員（小林 俊） 議運にかけるまでもなく、委員長から言ってもらえばい

い話だと思うけれども。 

〇委員（佐野利安） やっぱり議運を開いて議長に言うというほうが…… 

〇委員（小林 俊） それでもいいですけれども、その日程を本会議の中で取

ってもらえるかどうか、この議会で。 

〇委員（土屋秀明） 今回はもう…… 

〇委員（小林 俊） 要請がありましたからでもいいのだけれども。 

〇委員（土屋秀明） 私が言いたいのは、誰が教育長になろうが、２月定例会

の冒頭のときには施政方針と同じように教育長にやってもらうべきだと。 

〇議会事務局長 議運にかけて、議員協議会にかけた上で、全員の賛成を得た

上で議長から申入れというのがやっぱり本筋だと思いますので、そんな流れ

で、取りあえず今回は委員長報告の中に入れていただいた上で、その上でま

た、例えばですけれども、最短だと22日に議運があります。23日に議員協議

会があります。その中で、厚生文教委員会の中ではこういう話が出ているの

でという形で申入れをお願いしたいというのをすればいいのかなとは思いま

すけれども。 

〇委員長（浅田基行） 委員長報告ってその後ですよね。 

〇議会事務局長 そうです。 

〇委員長（浅田基行） だから、そこは行って来いはいいのですね。 

〇議会事務局長 行って来いはしようがないと思います。 

〇委員長（浅田基行） 委員長報告はする前提で…… 

〇議会事務局長 委員長報告の中に入れる前提でそういうことを申し入れたら

どうだという話を議員協議会の中で…… 

〇委員長（浅田基行） では、議運で提案を私がすればいいの。そういうこと

ですよね。議員協議会でちょっと諮ってもらいたいという話をすればいいの

ですね。 

〇議会事務局長 流れとすれば、その流れです。 

〇委員長（浅田基行） それは、委員長報告でもやるけれども、22日だったっ

け、議運は。 

〇議会事務局長 22日です。 

〇委員（小林 俊） 議員協議会は。 
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〇議会事務局長 23日です。 

〇委員（小林 俊） では、もし教育長が今議会中に何かしゃべる時間が取れ

るとすれば最終日。 

〇議会事務局長 最終日です。 

〇委員長（浅田基行） もう委員会でやったから…… 

〇議会事務局長 委員会でしゃべっているので、今回はちょっとというのがあ

りますけれども、次回、例えば来年の２月ぐらいには必ず本会議の中で教育

方針を述べていただくようにとかという申入れになるのかなと思います。 

〇委員（小林 俊） それを前提に審議しなければいけないということなら、

今回はもういいやという話になりますけれども。 

〇委員（土屋秀明） いずれにしても当初予算を提案したときには今の教育長

はいなかったわけですから、３月中に何かつじつま合わせてやってもかえっ

ておかしいのではないですか。 

〇委員長（浅田基行） いいですか。教育長の方針というのは、２年連続にな

ってしまいますけれども、委員長報告は今回も入れます。22日の議会運営の

ときに私のほうで提案します。23日かな、議員協議会で諮っていただいて、

皆さんのオーケーもらえれば、議長のほうから正式に市長、教育長、両方か。

今年度は、もうちょっと委員会の中でもお披露目していますので、正式には

来年度のところ…… 

〇委員（小林 俊） それではあまりにも話が長いから、ペーパーでもらって

みんなに配ればいいではないですか。 

〇委員長（浅田基行） ペーパーはペーパーで、それはちょっと考えます。た

だ、本格的ではないですけれども、教育長が実際やっていただくというのは

どうしても来年度になってしまうかなと思いますので、それはちょっと私か

ら教育長のほうにお願いして、できますかというのはちょっと聞いてみます。

よろしいですか。 

〇議会事務局長 では、今回は教育長からペーパーで読んでいただいた原稿を

頂いて、皆さんにお配りするというような、そういう形ですね。 

〇委員長（浅田基行） はい。 

〇議会事務局長 では、ちょっとその辺は教育長のほうに話をしてみます。 

〇委員長（浅田基行） よろしいですか。 

  では、今皆さんからご意見いただいたのはちょっとまとめて、委員長報告

にさせていただきます。 

  以上で、本委員会に付託され、本分科会に割り振られた議案の審査は全て

終了いたしました。 

  来る３月23日の予算決算委員会で分科会委員長報告をいたします。 
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  審査にご協力賜りましたことに感謝申し上げまして、予算決算委員会厚生

文教分科会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

                       16時24分 閉会 

 


